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〇厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 

（平成 11年 3月 31日厚生省告示第 93号） 

（改正:平成 30年 3月 30日厚生労働省告示第 180号） 

 

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 7 条第 17 項の規定に基づき，厚生大臣が定める福祉用

具貸与に係る福祉用具の種目を次のように定め，平成 12年 4月 1日から適用する。 

 

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 

(平 12厚告 479・平 18厚労告 256・改称) 

 

１ 車いす 

自走用標準型車いす，普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 

２ 車いす付属品 

   クッション，電動補助装置等であって，車いすと一体的に使用されるものに限る。 

３ 特殊寝台 

   サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって，次に掲げる

機能のいずれかを有するもの 

一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 

二 床板の高さが無段階に調節できる機能 

４ 特殊寝台付属品 

   マットレス，サイドレール等であって，特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 

５ 床ずれ防止用具 

   次のいずれかに該当するものに限る。 

   一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 

   二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット 

６ 体位変換器 

   空気パッド等を身体の下に挿入することにより，居宅要介護者等の体位を容易に変換できる

機能を有するものに限り，体位の保持のみを目的とするものを除く。 

７ 手すり 

   取付けに際し工事を伴わないものに限る。 

８ スロープ 

   段差解消のためのものであって，取付けに際し工事を伴わないものに限る。 

９ 歩行器 

   歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し，移動時に体重を支える構造を有するものであ

って，次のいずれかに該当するものに限る。 

   一 車輪を有するものにあっては，体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 

   二 四脚を有するものにあっては，上肢で保持して移動させることが可能なもの 

１０ 歩行補助つえ 

   松葉づえ，カナディアン・クラッチ，ロフストランド・クラッチ，プラットホームクラッチ

及び多点杖に限る。 
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１１ 認知症老人徘徊感知機器 

   介護保険法第 5条の 2第 1項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等，セン

サーにより感知し，家族，隣人等へ通報するもの 

１２ 移動用リフト（つり具の部分を除く。） 

   床走行式，固定式又は据置式であり，かつ，身体をつり上げ又は体重を支える構造を有する

ものであって，その構造により，自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するも

の（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。） 

１３ 自動排泄処理装置 

   尿又は便が自動的に吸引されるものであり，かつ，尿や便の経路となる部分を分割すること

が可能な構造を有するものであって，居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用で

きるもの（交換可能部品（レシーバー，チューブ，タンク等のうち，尿や便の経路となるも

のであって，居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。）を除

く。） 
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〇厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める 

特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目 

（平成 11年３月 31日厚生省告示第 94号） 

（最終改正:令和６年３月 15日厚生労働省告示第 80号） 

 

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 44 条第１項の規定に基づき，厚生大臣が定める居宅介

護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目を次のように定め，平成 12 年 4 月 1 日から

適用する。 

 

厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特

定介護予防福祉用具販売に係る福祉用具の種目 

(平 12厚告 480・平 18厚労告 147・改称) 

 

１ 腰掛便座 

次のいずれかに該当するものに限る。 

１ 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの 

２ 洋式便座の上に置いて高さを補うもの 

３ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 

４ 便座，バケツ等からなり，移動可能である便器（居室において利用可能である者に限る。）  

２  自動排泄処理装置の交換可能部品 

 ３ 排泄予測支援機器 

   膀胱内の状態を感知し，尿量を推定するものであって，排尿の機会を居宅要介護者等又はそ

の介護を行う者に通知するもの 

 ４ 入浴補助用具 

   座位の保持，浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれ

かに該当するものに限る。 

   １ 入浴用椅子 

   ２ 浴槽用手すり 

   ３ 浴槽内椅子 

   ４ 入浴台  

     浴槽の縁にかけて利用する台であって，浴槽への出入りのためのもの 

   ５ 浴室内すのこ 

   ６ 浴槽内すのこ 

   ７ 入浴用介助ベルト 

 ５ 簡易浴槽 

   空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって，取水又は排水のために工事を

伴わないもの 

 ６ 移動用リフトのつり具の部分 

 ７ スロープ 

   段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 
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 ８ 歩行器 

   歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであ

って、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの 

 ９ 歩行補助つえ 

   カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖

に限る。 
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〇介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて（抜粋） 

（平成 12年１月 31日老企第 34 号） 

（最終改正：令和６年３月 15日老高発 0315第１号・老認発 0315第１号・老老発 0315第１号） 

 

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第17項の規定に基づく「厚生大臣

が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」、法第44条第1項の規定に基づく「厚生大臣が定め

る居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目」及び法第45条第1項規定に基づく

「厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」については、平成11年3

月31日厚生省告示第93号、第94号及び第95号(以下それぞれ「貸与告示」、「購入告示」及び「住

宅改修告示」という。)をもって公布され、平成12年4月1日より適用されるところであるが、その

内容及び取扱いは別添のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等に周

知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 

 

（別添） 

第一福祉用具 

１ 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 

(1) 車いす 

貸与告示第一項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び「介助用

標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。 

① 自走用標準型車いす 

日本産業規格(JIS)T9201:2006のうち自走用標準形、自走用座位変換形及びパワーアシ

スト形に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのも

のを含む。)をいう。 

また、自走用スポーツ形及び自走用特殊形のうち要介護者等が日常生活の場面で専ら使

用することを目的とするものを含む。 

② 普通型電動車いす 

日本産業規格(JIS)T9203:2010のうち自操用標準形、自操用ハンドル形、自操用座位変

換形に該当するもの及びこれに準ずるものをいう。 

なお、自操用簡易形及び介助用簡易形にあっては、車いす本体の機構に応じて①又は③

に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項でいう普通型電

動車いすと解するものではないものである。 

③ 介助用標準型車いす 

日本産業規格(JIS)T9201:2006のうち、介助用標準形、介助用座位変換形、介助用パワ

ーアシスト形に該当するもの及びそれに準ずるものをいう。 

また、日本産業規格(JIS)T9203:2010のうち、介助用標準形に該当するもの及びこれに

準ずるもの（前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。）をいう。 

(2) 車いす付属品 

貸与告示第二項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用

効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 

なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与され
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る付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品をいう。 

① クッション又はパッド車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形

状のものに限る。 

② 電動補助装置 

自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該

電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。 

③ テーブル 

車いすに装着して使用することが可能なものに限る。 

④ ブレーキ 

車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに

限る。 

(3) 特殊寝台 

貸与告示第三項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するものである

とともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限られる。 

(4) 特殊寝台付属品 

貸与告示第四項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の

利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 

なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与さ

れる付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品をいう。 

① サイドレール 

特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであるととも

に、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。 

② マットレス 

特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を

有するものに限る。 

③ ベッド用手すり 

特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗等を

行うことを容易にするものに限る。 

④ テーブル 

特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の

側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができる

ものに限る。 

⑤ スライディングボード・スライディングマット 

滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素

材又は滑りやすい構造であるものに限る。 

⑥ 介助用ベルト 

居宅要介護者等又はその介護を行う者の身体に巻き付けて使用するものであって、起き

上がり、立ち上がり、移乗等を容易に介助することができるもの。 

ただし、購入告示第四項第七号に掲げる「入浴用介助ベルト」は除かれる。 

(5) 床ずれ防止用具 
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貸与告示第五項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

① 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって、体

圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。 

② 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧を分散

することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。 

(6) 体位変換器 

貸与告示第六項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、

空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容

易に行うことができるものをいう。 

ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。 

(7) 手すり 

貸与告示第七項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。 

なお、前記(4)の③に掲げるものは除かれる。また、取付けに際し工事(ネジ等で居宅に取

り付ける簡易なものを含む。以下同じ。)を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、

住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」に該当するものについては、住宅改修とし

ての給付の対象となるところである。 

① 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資する

ことを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。 

② 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移

乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。 

(8) スロープ 

貸与告示第八項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの及び持ち

運びが容易でないものは含まれない。 

なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示

第二号に掲げる「段差の解消」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象と

なるところである。 

(9) 歩行器 

貸与告示第九項に規定する「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハ

ンドグリップ類をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、これらの把手等を

体の前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし、体の前の把手等につい

ては、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手等を連結する

ためのフレーム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、要介護者等の身体の状

況等により異なるものでありその長さは問わない。 

なお、上り坂ではアシスト、下り坂では制動、坂道の横断では片流れ防止及びつまづき等

による急発進防止の機能（自動制御等の機能） が付加されたものであって、左右のフレー

ムとこれを連結する中央部のパイプからなり、四輪又はそれ以上の車輪を有し、うち二つ以

上の車輪について自動制御等が可能であるものを含む。 

(10) 歩行補助つえ 

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッ

チ及び多点杖に限る。 
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(11) 認知症老人徘徊感知機器 

貸与告示第十一項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」とは、認知症である老人が徘徊し、

屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、

隣人等へ通報するものをいう。 

(12) 移動用リフト(つり具の部分を除く。) 

貸与告示第十二項に掲げる「移動用リフト」とは、次の各号に掲げる型式に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるとおりであり(つり具の部分を除く。)、住宅の改修を伴うものは除かれ

る。 

① 床走行式 

つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタ等で床又は階段等を移動し、

目的の場所に人を移動させるもの。 

② 固定式 

居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座

を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。 

③ 据置式 

床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人

を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの（ エレベーター及び階段昇降機は除く。）。 

(13) 自動排泄処理装置 

貸与告示第十三項に掲げる「自動排泄処理装置」とは、尿又は便が自動的に吸引されるも

のであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであっ

て、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 

交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであっ

て、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。）及び専用パッド、洗

浄液等排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。 

２ 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定

める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目 

(1) 腰掛便座 

次のいずれかに該当するものに限る。 

① 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの（腰掛式に変換する場合に高さを補うもの

を含む。）。 

② 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 

③ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。 

④ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室に

おいて利用可能であるものに限る。)。但し、設置に要する費用については従来通り、法

に基づく保険給付の対象とならないものである。 

(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品 

自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等） のうち尿や便の

経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。 

専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品

は除かれる。 
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(3) 排泄予測支援機器 

購入告示第三項に規定する「排泄予測支援機器」は、利用者が常時装着した上で、膀胱内

の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿

の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものである。専用ジェル等

装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。 

(4) 入浴補助用具 

購入告示第四項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞれ以下のとおりである。 

① 入浴用いす 

座面の高さが概ね三五センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するも

のに限る。 

② 浴槽用手すり 

浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。 

③ 浴槽内いす 

浴槽内に置いて利用することができるものに限る。 

④ 入浴台 

浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。 

⑤ 浴室内すのこ 

浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。 

⑥ 浴槽内すのこ 

浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。 

⑦ 入浴用介助ベルト 

居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容

易に介助することができるものに限る。 

(5) 簡易浴槽 

購入告示第五項に規定する「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、

硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むも

のであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。 

(6) 移動用リフトのつり具の部分 

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 

(7) スロープ 

貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、

頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のもの

は除く。 

(8) 歩行器 

貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又

は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。 

(9) 歩行補助つえ 

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点

杖に限る。 

３ 複合的機能を有する福祉用具について二つ以上の機能を有する福祉用具については、次のと
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おり取り扱う。 

① それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごと

に一つの福祉用具として判断する。 

② 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含ま

れているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。 

③ 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基

づく保険給付の対象外として取り扱う。 

但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘

徊感知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能に相当する部分が

区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とする。 
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老高発０３３１第３号 

令 和 ４ 年 ３ 月 31日 

 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局）長殿 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課長 

 

 

介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について 

 

今般、「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働

大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目の一部を改正

する件」（令和４年３月 23日厚生労働省告示第 80号）が公布されたことにより、令和 4年

4月 1日より、排泄予測支援機器が給付対象として追加されたところであるが、販売・給付

に当たっての留意事項等は別添のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、

関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。 
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（別添） 

１ 給付対象について 

運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等により、ト

イレでの自立した排尿が困難となっている居宅要介護者等であって、排尿の機会の予測

が可能となることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める者。 

 

２ 利用が想定しにくい状態について 

排泄予測支援機器は、トイレでの自立した排尿を支援するものであることから、「要介

護認定等基準時間の推計の方法」（平成 12 年 3 月 24 日厚生省告示第 91 号）別表第一の

調査票のうち、調査項目２－５排尿の直近の結果が「１．介助されていない」、「４．全介

助」の者については、利用が想定しにくい。 

 

３ 医学的な所見の確認について 

排泄予測支援機器の販売に当たっては、特定福祉用具販売事業者は以下のいずれかの

方法により、居宅要介護者等の膀胱機能を確認すること。 

（１）介護認定審査における主治医の意見書 

（２）サービス担当者会議等における医師の所見 

（３）介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見 

（４）個別に取得した医師の診断書 等 

 

４ 特定福祉用具販売事業者が事前に確認すべき事項 

排泄予測支援機器の利用によって自立した排尿を目指すため、特定福祉用具販売事業

者は以下の点について、利用を希望する者に対して事前に確認の上、販売すること。 

（１）利用の目的を理解して、トイレでの自立した排尿を目指す意志があるか。 

（２）装着することが可能か。 

（３）居宅要介護者やその介助者等が通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能

か。 

なお、居宅要介護者等の状態により、通知から排尿に至る時間（排尿を促すタイミング）

は異なることから、販売の前に一定期間の試用を推奨し、積極的な助言に努めるとともに、

継続した利用が困難な場合は試用の中止を助言すること。 

また、介助者も高齢等で利用に当たり継続した支援が必要と考えられる場合は、販売後

も必要に応じて訪問等の上、利用状況等の確認や利用方法の指導等に努めること。 

 

５ 市町村への給付申請 

利用者は、３に掲げるいずれかの書面を介護保険法施行規則(平成 11年 3月 31日厚生

省令第 36 号)第 71 条第 1 項及び第 90 条第 1 項に掲げる申請書に添付しなければならな
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い。 

また、市町村は、利用者の状態や介助体制、試用状況を確認する必要がある場合、利用

者、特定福祉用具販売事業者、介護支援専門員、主治医等に対して事実関係の聴取を実施

すること。 

 

６ 介護支援専門員等との連携 

利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けている場合、福祉用具専門相

談員は、サービス担当者会議等において排泄予測支援機器の利用について説明するとと

もに、介護支援専門員に加え、他の介護保険サービス事業者等にも特定福祉用具販売計画

を提供する等、支援者間の積極的な連携を図ることにより、利用状況に関する積極的な情

報収集に努めること。 
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事 務 連 絡 

令和４年３月 31 日 

 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 介護保険主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

 

 

介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るＱ＆Ａの送付について 

 

平素より、介護保険行政にご尽力をいただき厚く御礼申し上げます。 

令和４年４月１日より適用となる特定福祉用具販売の排泄予測支援機器の給付、その他

福祉用具や住宅改修について、Ｑ＆Ａを作成しましたので、内容についてご了知の上、都道

府県におかれましては、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知いただきますようお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【お問い合わせ先】 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

福祉用具・住宅改修係 

連絡先：fukushiyougu@mhlw.go.jp 
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2 

 

（排泄予測支援機器） 

Q１ 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」（老企第３

４号平成 12年１月 31日厚生省老人保健福祉局企画課長通知）（以下「解釈通知」とい

う。）では、排泄予測支援機器について「利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を

感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の

機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知する」とあるが、通知につ

いて、どのようなものを想定しているか。 

 

Ａ 排泄予測支援機器が本体から、専用のアプリケーションがダウンロードされたスマー

トフォンやタブレット等に近接通信機能（ブルートゥース）で通知するものが想定される。 

なお、解釈通知では「福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能

が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外」とされているが、上記のようにインタ

ーネットを使用せず、排泄予測支援機器本体からスマートフォン等に通知する場合は、

これにあてはまらない。 

 

（排泄予測支援機器） 

Q２ 給付対象や利用が想定しにくい者については、「介護保険の給付対象となる排泄予

測支援機器の留意事項について」（老高発０３３１第３号令和４年３月３１日厚生労働

省老健局高齢者支援課長通知）（以下「留意事項通知」とする。）に規定されているが、

独居の者も含まれるのか。 

 

Ａ 使用方法については以下のような方法が考えられる。 

① 居宅要介護者等本人が装着し排尿の機会を知らせることで、適時にトイレに移動

し排泄する。 

② 介助者が通知により、排泄の声かけやトイレへの誘導を行い、本人の排泄を促す。 

そのため、独居の場合でも①のような使用方法があり、必ずしも給付対象外になるも

のではないが、排泄予測支援機器の使用目的の理解や試用状況等を特に確認の上、適切

に使用することにより、トイレでの自立した排泄が期待できるのか、十分に検討するこ

と。 

 

（排泄予測支援機器） 

Q３ 留意事項通知の２では、調査項目２－５排尿の直近の結果が「１．介助されていな

い」の者については、利用が想定しにくいとしているが、おむつ等を使用していても、

自分で準備から後始末まで行っている者が、トイレでの自立した排尿を目的として使

用する場合は如何。 
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3 

 

 

Ａ  留意事項通知の２で規定している者については、一般的に使用が想定しにくい者を記

しているが、十分に検討の上、適切に使用することにより、トイレでの自立した排泄が期

待できる場合は対象として差し支えない。 

 

（排泄予測支援機器） 

Q４ 留意事項通知の３では、販売に当たり、膀胱機能等を医師の所見等で確認すること

としているが、販売を検討する以前の段階で既に確認しているような場合、改めての

確認が必要か。 

 

Ａ 居宅要介護者等の膀胱機能について、留意事項通知３の（１）から（４）のいずれかの

方法により既に確認をしたことがある場合であって、当該時点から居宅要介護者等の状

態も概ね変化等がないと考えられる場合は、改めての確認は不要である。 

 

 

（排泄予測支援機器） 

Q５ 常時失禁の状態の者でおむつの交換時期等を把握するため、排泄予測支援機器を給

付することは可能か。 

 

Ａ 排泄予測支援機器はトイレでの自立に向けた排泄を促すことを目的として給付対象と

しているので、このような使用を目的として給付することは適切ではない。 

 

（排泄予測支援機器） 

Q６ 「自動排泄処理装置」を貸与されている居宅要介護者等が購入した場合も保険給付

対象となるのか。 

 

Ａ 自動排泄処理装置を貸与されていることのみをもって、排泄予測支援機器の給付が対

象外になることはない。ただし、自動排泄処理装置を必要とする場合、排泄予測支援機器

を必要とする場合は異なるものと考えられることから、要介護者等の状態や目的等を十

分に聴取して、十分な検討が必要である。 

 

（排泄予測支援機器） 

Q７ 要支援者、要介護４・５の者でも給付対象とすることは可能か。 

 

Ａ 留意事項通知等で示す状態に該当し、排泄予測支援機器を使用することによって自立
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4 

 

した排尿が期待できる場合に給付対象とすることは可能である。 

 

（排泄予測支援機器） 

Q８ 特定福祉用具販売事業所（福祉用具専門相談員）が留意事項通知の４で規定されて

いる販売に当たり確認すべき事項について、どのような点に注意することが考えられ

るか。 

 

Ａ 留意事項通知４の販売に当たり確認すべき事項（１）～（３）については、以下の点に

ついて注意されたい 

（１）排泄予測支援機器はトイレでの自立した排泄を促すことを目的としており、失禁

をなくすものではないことを理解していること。 

（２）製品によっては体型や体質により装着が困難な者もいるとされていることから、

製品の特徴等を十分に説明した上で、装着後の状況等を聴取すること。 

（３）通知を受信するスマートフォン等の使用に慣れており、通知を確認・理解すること

ができるか、また、使用前の介助状況を確認し、居宅要介護者等が主に過ごしている

居室等からトイレまでの介助方法や時間等を確認すること。 

また、必ずしも販売にあたり試用は要件ではないが、（２）と（３）を確認するために

は一定期間の試用が望ましいこと、（１）についても試用を通じて理解が促進されること

から、退所前の施設等で使用していた等の特別な事情がない限り、試用を推奨し、積極的

な助言に努めるとともに、継続した利用が困難な場合は試用の中止を助言すること。 

 

（排泄予測支援機器） 

Q９ 市町村で福祉用具購入費の申請を受けた際の審査において、給付対象の状態である

ことをどのように把握したらよいのか。 

 

Ａ 留意事項通知５の記載のとおり、以下の書類等を利用者は市町村に提出することとし

ている。 

・必要事項（※）が記載された申請書 

・領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記

載した書面 

・医学的な所見が分かる書類 

（※）特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名、購入に要した

費用及び当該購入を行った年月日、必要である理由。なお、必要な理由について

は、居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載で確認できる場合は不要

である。 

また、試用状況等の確認に際して、特定福祉用具販売事業所等が整理した別添の確認
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5 

 

調書のような書類について、市町村は必要に応じて利用者に対して提出等を求めていた

だきたい。なお、申請書や特定福祉用具販売計画等に確認調書と同様のことを記載する

ことについても考えられる。 

 

 

（電動車いす） 

Q10 令和２年度老人保健健康増進等事業において一般社団法人全国福祉用具専門相談

員協会が作成した「ハンドル形電動車いすの貸与実務における安全利用のためのガイ

ドライン・指導手順書」を踏まえると、踏切道の単独走行禁止が貸与条件となるのか。 

 

Ａ 踏切の単独走行を一律に禁止するものではなく、移動手段がハンドル形電動車いすに

限られ、生活動線上に迂回路がなく踏切を走行せざるを得ないような場合には、安全に利

用できる方策をケアチームが検討した上で、判断できる旨を示したものと考えられるこ

とから、個々の居宅要介護者等の状態を踏まえ判断されたい。 

 

（住宅改修） 

Q11 住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」

について、居室を畳敷きに改修するにあたり、平成 29 年 7 月の Q＆Aで示されている

「転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したもの」について、どのようなも

のが該当すると考えられるか。 

 

Ａ 日本産業規格（JIS）A5917 衝撃緩和型畳(床)に該当するものが考えられる。なお、当

該 JIS に該当しない場合、改修される畳敷きの性能等を施工業者等から聴取等を通じて

確認の上、居宅要介護被保険者の心身の状況を考慮したものであるか特に確認すること。 

 

 

（住宅改修） 

Q12 住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」

について、転倒時の衝撃を緩和する材料に変更することにより、移動の円滑化が期待

される場合、このような改修は対象となるか。 

 

Ａ 対象として差し支えない。 
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別添 

排泄予測支援機器 確認調書 

 

介護保険法による特定福祉用具の販売にあたり、下記の内容について、確認しました。 

 

    年   月   日 

事業所名                 

所 在 地                        

確認者名                  

 

記 

 

【利用者情報】 

氏 名               

 

生年月日     年  月  日  年齢    歳 

 

同居家族                トイレへの主な介助者        

 

要介護区分 要介護・要支援      

 

介護認定調査 項目２－５排尿（該当するものに○をする） 

 

１．介助されていない  ２．見守り等  ３．一部介助  ４．全介助 

 

【試用した排泄予測支援機器】 

 

メーカー名：            機種名：               

 

【確認項目】 

試用の有無 

※無の場合はその理由 

 有 ・ 無（無の場合、以下に試用しなかった理由を記載） 

                                            

 

試用期間   月  日 ～  月  日（１日あたり   時間装着） 

装着し、通知がされたか 可・否 通知後、トイレまでの誘導時間   分 

試用結果（※）（通知後にトイレで排泄できた回数／実際の通知回数） 

  月  日   回／  回   月  日   回／  回 

  月  日   回／  回   月  日   回／  回 

  月  日   回／  回   月  日   回／  回 

  月  日   回／  回   月  日   回／  回 

（※）試用結果は、実際の試用期間に応じて記入してください。 
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〇複数の福祉用具を貸与する場合の運用について 

（平成 27年 3月 27日老振発第 0327第３号） 

 

第119回社会保障審議会介護給付費分科会による答申を受け、複数の福祉用具を貸与する場合は、

給付の効率化・適正化の観点から、予め都道府県等に減額の規程を届け出ることにより、通常の貸

与価格から減額して貸与することを可能とする。本取り扱いは、指定福祉用具貸与事業者や指定介

護予防福祉用具貸与事業者が複数の福祉用具を貸与する場合に、指定福祉用具貸与事業者等の経営

努力などの取り組みを柔軟に利用料に反映することで、適切な利用料によって利用者に対する福祉

用具貸与がなされることを目的とするものである。 

その運用方法については、下記のとおりとするので、各都道府県におかれては、管下の指定福祉

用具貸与事業所等及び居宅介護支援事業所等に周知いただくと共に、事業者指定事務の取り扱いに

ついてご配慮願いたい。 

 

記 

 

１．複数の福祉用具を貸与する場合の考え方 

複数の福祉用具を貸与する場合とは、同一の利用者に２つ以上の福祉用具を貸与する 

場合とする。そのため複数の捉え方については、例えば１つの契約により２つ以上の福 

祉用具を貸与する場合、契約数に関わらず２つ以上の福祉用具を貸与する場合等、指定 

福祉用具貸与事業者等が実情に応じて規定することとなる。 

 

２．減額の対象となる福祉用具の範囲 

減額の対象となる福祉用具の範囲は、指定福祉用具貸与事業者等が取り扱う福祉用具の一部又

は全てを対象とすることができることとする。 

例えば、主要な福祉用具である車いす及び特殊寝台と同時に貸与される可能性が高い以下の種

目を減額の対象となる福祉用具として設定することなどが考えられる。①車いす付属品、②特殊

寝台付属品、③床ずれ防止用具、④手すり、⑤スロープ、⑥歩行器 

 

３．減額する際の利用料の設定方法 

指定福祉用具貸与事業者等は、既に届け出ている福祉用具の利用料（以下、「単品利用料」と

いう。）に加えて、減額の対象とする場合の利用料（以下、「減額利用料」という。）を設定す

ることとする。また、１つの福祉用具には、同時に貸与する福祉用具の数に応じて複数の減額利

用料を設定することも可能である。 

従って、本取り扱いを行う指定福祉用具貸与事業者等は、予め事業所内のシステム等において

１つの福祉用具に対して単品利用料と減額利用料を設定する必要がある。 

なお、特定の福祉用具を複数組み合わせたもの、いわゆるセットを定めることは認めないこと

とし、利用者の状態に応じて適切な福祉用具が選定できるよう、個々の福祉用具に減額利用料を

設定することとする。 

 

４．減額の規定の整備 
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「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成11年3月31日厚生省

令第37号）（以下、「指定基準」という。）等に規定するとおり運営規定等に単品利用料と減額

利用料のいずれについても記載する必要がある。 

指定基準等により、指定福祉用具貸与事業者等は利用料等の運営規定を定めることとされてい

ることから、本取り扱いを行う指定福祉用具貸与事業者等においては、減額利用料に関する規定

を定め、各指定権者において規定する事業者の指定に関する要領等に則った手続きが必要となる。 

 

５．減額利用料の算定等 

月の途中において、本取り扱いが適用される場合、或いは適用されなくなる場合の算定方法は、

「介護報酬に係るＱ＆Ａ（vol.2）」（平成15年6月30日事務連絡）でお示ししている「月途中で

サービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について」等の取り扱いに準じることとす

る。 

 

６．利用者への説明 

本運用を適用する場合、或いは適用されなくなる場合において変更契約等を行う際には、指定

福祉用具貸与事業者等は契約書等においてその旨を記載し、利用者に対して利用料の変更に関す

る説明を行い、理解を得ること。 

 

７．居宅介護支援事業所等への連絡 

本取り扱いに関する運用を含め、指定福祉用具貸与事業者等が利用料を変更する際は、居宅介

護支事業所等において区分支給限度基準額管理を適正に行えるよう、その都度、関係事業所が必

要な情報を共有すること。 

 

８．その他留意事項 

減額する福祉用具の利用料については、利用料のうち重複する経費として想定されるアセスメ

ント、契約手続き、配送・納品及びモニタリング等に係る経費に相当する範囲において適切に設

定いたただくようご留意願いたい。 
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1 

 

第 1章� 「ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案）」および本ガイドライン
の位置づけ 

1. 本ガイドラインの位置づけ 

平成 30 年度の介護保険制度改正において「福祉用具専門相談員が、貸与しようとする商

品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格等を利用者に説明することや、機

能や価格帯の異なる複数の商品を提示すること」が義務付けられることとなりました。この

改正は、利用者が自立支援と状態の悪化の防止に資する適切な福祉用具を選択できるように、

福祉用具貸与のサービス提供過程の見える化を促すものです。 

 

一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会（愛称：ふくせん）�（以下、「本会」という。）

では、厚生労働省の老人保健健康増進等事業により、上記の制度改正を踏まえ、福祉用具専

門相談員が福祉用具の選定、提案を行う際に活用する「ふくせん福祉用具サービス計画書（選

定提案）」（以下、「（選定提案）」という。）の様式を作成しました。本ガイドラインは、

福祉用具専門相談員が専門職として福祉用具の選定、提案を行う上での考え方や、（選定提

案）の活用方法、記載上の留意点等を示すことにより、福祉用具に係るサービスのより一層

の質の向上を目指すものです。 

これまで本会では、福祉用具の計画的なサービス提供を支援するためのツールとして平成

21年に「ふくせん・福祉用具個別援助計画書」を、平成 22年には、同計画書に基づく定期

訪問の確認による適切な利用を支援するためのツールとして「モニタリングシート（訪問確

認書）」（以下、「（訪問確認書）」という。）を開発しました。平成 24年 4月に「福祉用

具貸与計画」、「特定福祉用具販売計画」、「介護予防福祉用具貸与計画」、「特定介護予

防福祉用具販売計画」（以下、「福祉用具サービス計画」という。）iiの作成が義務化された

ことに伴い、上記様式について名称をふくせん版「福祉用具サービス計画書」と変更し、様

式の普及・啓発活動に取り組んできました。 

このたび、新たに（選定提案）を作成し、従来の「ふくせん福祉用具サービス計画書（基

本情報）」（以下、「（基本情報）」という。）、「ふくせん福祉用具サービス計画書（利

用計画）」（以下、「（利用計画）」という。）とあわせて３点を「ふくせん福祉用具サー

ビス計画書（平成 30年 4月版）」としてご案内します。 

今後、さらに質の高い福祉用具サービスを利用者に提供できるよう、多くの福祉用具専門

相談員に、日々の福祉用具サービス計画の作成時や研修等の様々な場面で、本ガイドライン

を活用していただくことを期待しています。 

 

                                                        
i 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会の詳細については以下の HPを参照。http://www.zfssk.com/ 

ii 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準上の「福祉用具貸与計画」、「特定福祉用

具販売計画」、「介護予防福祉用具貸与計画」、「特定介護予防福祉用具販売計画」を総称したもの。 
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2．福祉用具専門相談員の役割 

介護保険制度は、要介護状態となった高齢者等に対して、自立支援の理念のもと、居宅サ

ービス計画（以下、「ケアプラン」という。）に基づき、多様なサービスを組み合わせて提

供しながら、高齢者等の日常生活を支えるための仕組みです。単に各サービスを個別に提供

するのではなく、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営め

るようにするため、すべてのサービスがケアプランを核に生活目標を共有し、認識を合わせ

ることが求められます。 

福祉用具サービスは、介護保険サービスの 1つです。高齢者等の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境等を踏まえて利用目標を定めるとともに、適切な福祉用具を選定し、利

用者がその目標に向けて福祉用具を活用した生活を送れるよう、専門職である福祉用具専門

相談員が支援するものです。 

福祉用具サービス計画は、ケアプランに記載されている生活上の目標と、その実現を支援

するサービスのうち、福祉用具サービスに関する具体的な内容を記載します。 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下、「運営基準」とい

う。）第百九十九条の二には、「福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びそ

の置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。」と定められ

ています。 

福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況や生活環境に適した福祉用具について提案を

行うことにより、利用者が適切な福祉用具を選定することを支援する役割を担っています。 
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3．「ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案）」とは何か 

 導入の経緯 

福祉用具は、利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、

生活機能の維持又は改善を図り、状態の悪化の防止に資するとともに、介護者の負担の軽減

を図る役割を担うものです。また、福祉用具は、利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉

用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与が原則

となっています。福祉用具の貸与は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行わ

れるよう、保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕

組みとなっています。i 

福祉用具の価格設定に当たっては、貸与事業者が、商品価格のほか、計画書の作成や保守

点検などの諸経費を含めていますが、同一商品であっても、平均的な価格と比べて非常に高

価な価格請求が行われているケースが存在するなどの指摘がありました。 

このため、介護保険制度の持続可能性の確保の一環として、国が商品ごとに、当該商品の

貸与価格の全国的な状況を把握し、ホームページにおいて当該商品の全国平均貸与価格を公

表する仕組みを作るとともに、利用者が適切に福祉用具を選択できるようにするため、平成

30 年 4 月より、福祉用具専門相談員が、「機能や価格帯の異なる複数の商品を提示するこ

と」が、同年 10 月より「貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国

平均貸与価格等を利用者に説明すること」が新たに義務づけられます。 

 

ふくせんでは、これまでにも福祉用具サービス計画の作成が義務付けられる前から、平成

21年に「福祉用具個別援助計画書」を開発しました。これは、いまの「ふくせん福祉用具サ

ービス計画書」として広く用いられています。さらに、平成 22 年には計画書に基づく定期

訪問の確認により、適切な利用を支援するためのツールとして、（訪問確認書）の開発を行

いました。 

このたび、ふくせんでは、平成 30 年度の制度改正を受けて、従来の「ふくせん福祉用具

サービス計画書」の内容を見直しました。具体的には、（基本情報）、（利用計画）に加え

て、新たに（選定提案）を作成し、３点として運用することにより、より質の高い福祉用具

サービスを提供し、利用者が自立支援と状態の悪化の防止に資する適切な福祉用具を選択で

きるよう、支援します。 

 

なお、今回の見直しにあたり、「ふくせん福祉用具サービス計画書（利用計画）」「モニ

タリングシート（訪問確認書）」についても、改訂を行いました。 

 

  

                                                        

i 第 141回社会保障審議会介護給付費分科会� 参考資料１より 
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 「ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案）」について 

（選定提案）は、福祉用具専門相談員が利用者に対して福祉用具を提案するにあたり、貸

与の候補となる福祉用具について、 

 「当該商品の全国平均貸与価格等の説明」 

 「機能や価格帯の異なる複数の商品の提示」 

などにより具体的な機種を検討する際に用います。 

 

（選定提案）は、利用者から相談内容を聞き取った上で、候補となる福祉用具を利用者に

提案、説明し、その過程を見える化することを目的として作成されるものです。 

従って、（選定提案）は、（基本情報）と（利用計画）の間に位置づけられます。 

 

 

 

図 1� 「ふくせん福祉用具サービス計画書」の３点 

 

（選定提案）は、利用者に貸与しようとする福祉用具の種目の候補が決まった後で、具体

的な提案品目（商品名）を検討する際に用います。つまり、（選定提案）に記載されるのは、

候補となる福祉用具を利用者に対して提案、説明を行った内容です。平成 30 年度の制度改

正では、提案する種目（付属品含む）について、①候補となる福祉用具の全国平均貸与価格

等を説明し、②機能や価格の異なる複数の福祉用具を提示することを義務付けていることか

ら、①②に必要な事項を記載できるようにしています。 

 

提案する福祉用具は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境や、利用者及

び家族の生活に対する意向等を踏まえたものであり、ケアプランと連動するものです。 

 

質の高い貸与サービスを実行するためにも、機能や価格に限らず、自社のサービス、当該

機種の使用方法等、利用者自らが選択できる的確な情報提供に努め、福祉用具専門相談員と

しての知見を十分に発揮し、利用者に適した商品を幅広く提案することが重要です。 
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図 2� 福祉用具の支援プロセスにおける（選定提案）の位置づけ 

 

 

③【機種の検討と提案、利用者への情報提供】
• 機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に
関する情報

• 同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の

福祉用具に関する情報

（選定提案）を活用

① 専門的知識に基づき、
利用者からの相談に

応じる
② 種目の検討

⑥ モニタリング
⑦ 計画の見直し
の必要性判断

⑤ サービスの
提供

④ 計画の作成

（基本情報）を活用

（利用計画）を活用

サービス担当者会議への参加
利用者が

福祉用具を選定
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4．「ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案）」の意義 

「ふくせん福祉用具サービス計画書」は、福祉用具サービス計画の作成が義務付けられる

前から、現場の意見を踏まえて、ふくせんが独自に定め、普及を図ってきたものです。 

福祉用具サービス計画を作成することにより、下記のような効果があると考えられていま

す。 

 利用者の状態を記録として残すことで、担当者や利用者、家族、介護支援専門員、そ

の他のサービス提供者の情報共有や共通理解につなげることができる。 

 福祉用具選定の理由を明確にすることで、利用者の状態の変化に応じたモニタリング

や機種変更がスムーズに行える。 

 福祉用具を利用する上での留意事項について幅広く共有でき、事故防止につながるほ

か、リスクマネジメントに役立てることができる。 

 情報収集などで利用者の状態像を把握し、文書化することで、福祉用具専門相談員の

スキルアップにつなげることができる。 �  

従って福祉用具サービス計画の作成に至る検討プロセスを見える化することは、利用者や家

族にとって以下のような意義があると考えられます。 

【利用者にとっての意義】 

 主体的に福祉用具を選択することができる。�
 選定の候補となった福祉用具の機能と、その全国平均貸与価格を確認できる。�
 福祉用具が選定されるプロセスが明確化され、記録に残されることにより、当該

の商品が貸与品目として選定された理由を理解できる。�
 福祉用具専門相談員が、商品の機能や利用者のニーズや課題との整合を踏まえて、

候補となる福祉用具を考えることで、利用者にとってより適切な福祉用具が貸与

の候補として提案することができる。 

利用者にとっての意義を達成するために、福祉用具専門相談員として以下の事を行います。 

【福祉用具専門相談員が実施する内容】 

 専門職として適切な福祉用具を利用者に提案し、利用者が主体的に選定するプロ

セスを明確にする。 

 福祉用具の提案を行う際に、下記の事項を踏まえて用具を提案する。 

 「当該商品の全国平均貸与価格等の説明」 

 「機能や価格帯の異なる複数の商品の提示」 

 選定の候補となった福祉用具を一覧化し、利用者に示す。 

 「全国平均貸与価格の説明」「複数商品の提示」を適切に実施したことを記録とし

て残す。 
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第 2章� 「ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案）」の作成 

1.「ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案）」の様式（平成 30年 4月版） 

「ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案）」の様式は以下のとおりです。 

 

図 �� �「ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案）」の様式�

(※)との

対応

種目
貸与価格(円)

提案する理由

【説明方法】

カタログ

Ｗｅｂページ

ＴＡＩＳページ

実物 等

採

　

否

提案品目（商品名）
全国平均

貸与価格(円)機種(型式)／ＴＡＩＳコード

貸与を提案する福祉用具 （ ／ 枚)

※ 福祉用具が必要な理由（※）

月 日

居宅介護

支援事業所
担当ケアマネジャー

月 日 ～日 年

ふくせん 福祉用具サービス計画書(選定提案)
管理番号
説明日

説明担当者

認定期間

利用者名 様 M・T・S 年 月

フリガナ 性別 生年月日 年齢 要介護度

年
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2. 記載方法 

(1) 「福祉用具が必要な理由」 

a. 考え方 

福祉用具専門相談員は、福祉用具に携わる専門職として、専門的知識に基づき相談に応じて、

福祉用具が必要な理由を具体的に検討し、適切な福祉用具を提案します。利用者からの相談内

容や、ケアプランの内容を踏まえ、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、

自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境

を踏まえ、� 利用者はどのようなことに困っているのか、どのような生活を望んでいるのか、
などを整理し、福祉用具が必要な理由を明確にします。 

これは、「利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介

助する者の負担の軽減を図る」ための福祉用具の選定等にも繋がります。 

b. 記載方法 

利用者からの相談内容、ケアプランの記載内容などを踏まえて整理した「福祉用具が必要な

理由」を記載します。� つの枠に１つの項目を記載し、左側の※欄に、区別のための番号（�、

�、�…、���、���、���…）または記号（a、b、c…等）を記載します。（利用計画）の「課題・

ニーズや目標」の項目と番号または記号を一致させる必要はありません。 

不足する場合は、必要に応じて行を増やして対応します。 

 

 

図-4� 福祉用具が必要な理由とその対応する番号の記載方法 

  

�

(※)との

対応

種目
貸与価格(円)

提 案 す る 理 由提案品目（商品名）
全国平均

貸与価格(円)機種(型式)／ＴＡＩＳコード

貸与を提案する福祉用具

※ 福祉用具が必要な理由（※）

� ●●●

� ●●●

 
対応する番号また

は記号を記載 

福祉用具専門相談員の視点から、利用者の困りごとや相談内
容を整理して記載 
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(2)「貸与を提案する福祉用具」� 種目、提案品目（商品名）、機種（型式）／TAISコード 

a. 考え方 

アセスメント（※）の結果や、���「福祉用具が必要な理由」を踏まえて、利用者に適した福

祉用具の機種を複数挙げ、記載します。ここでは、���を踏まえて、利用者に貸与する福祉用具

の種目を定めた後、具体的な機種を検討します。貸与しようとする福祉用具（種目）に対して、

複数の商品の提示が必要です。 

このため、他の専門職から機種について具体的な意見が示される場合であっても、他職種の

意見も尊重しつつ、福祉用具専門相談員としての専門的知識に基づいて、利用者にとって適切

と考えられる機種を提案します。 

 

（※）福祉用具専門相談員が行うアセスメントとは、「利用者の状態像に適した福祉用具を

選定するための情報収集と分析の過程」iを指します。福祉用具サービスの出発点であり、

効果的な福祉用具サービスを提供するためには不可欠な行為です。 

b. 記載方法 

���「福祉用具が必要な理由」のどの項目と対応づけて提案する福祉用具であるかを区別する

ため、対応する番号または記号を「（※）との対応」欄に記載します。 

利用者に対して適切と考えられる福祉用具の機種について、種目、品目名（商品名）、機種

（型式）、（記載が可能であれば）TAISコードを記載します。 

「福祉用具が必要な理由」の項目 �つに対して、複数の福祉用具が対応する場合は、下段の

行を増やし、同じ番号または記号が複数の福祉用具に対応する形で記載します。 

1つの機種が「福祉用具が必要な理由」の 2項目以上に対応する場合には、「（※）との対

応」欄に、対応する 2項目以上の番号または記号を記載します。 

 

 

 

図 5� 「（※）との対応」の記載方法 

  

                                                        

i 東畠弘子、加島守（2013）「明解!福祉用具サービス計画の手引き」筒井書房より引用。 

�����

・・・
○○

○○・・・

●●・・・

(※)との

対応

種目 貸与価格(円)

提 案 す る 理 由

【説明方法】

カタログ

Ｗｅｂページ

ＴＡＩＳページ

実物 等

採

�

否
提案品目（商品名）

全国平均

貸与価格(円)機種(型式)／ＴＡＩＳコード

貸与を提案する福祉用具 （ ／ 枚)

※ 福祉用具が必要な理由（※）

� ・・・

� ・・・

複数の理由に対応
する場合には、複
数の番号または記
号を記載 

�機種目以降は行
を増やす 
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「種目」は、車いす、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、歩行補助つえ、などの

種目名を記載し、「提案品目（商品名）」には、当該の機種固有の商品名を記載します。「機

種（型式）」には、当該の機種の型式を記載し、可能であれば同枠内に TAIS コードを記載し

ます。 

 

 

 

図 6� 「種目」「提案品目（商品名）」「機種（型式）」の記載方法 

  

【種目】 

貸与の ��種目の種目名を記載 

【提案品目（商品名）】 

候補として提案する福祉用具の機種
名を記載 

【機種（型式）／TAISコード】 

提案する福祉用具の機種の型番、
（可能であれば）TAISコードを記

34



 

11 

 

(3) 「貸与を提案する福祉用具」� 貸与価格、全国平均貸与価格 

a. 考え方 

福祉用具貸与価格は、保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保

険給付する仕組みとされています。2018年 10月から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の

上限設定を行うこととなりましたi。上限設定は全国平均貸与価格に 1 標準偏差を加えるこ

とで算出されます。全国平均貸与価格を上回っていても、上限設定の額以下であれば、介護

保険での給付対象になります。 

ここでは、利用者が適切な福祉用具を選択できるよう、貸与の候補となっている全国平均

貸与価格や福祉用具の貸与価格の情報を提供します。 

 

b. 記載方法 

「貸与価格」は提案する商品の貸与価格を、「全国平均貸与価格」には、厚生労働省が公

表する当該機種の全国平均貸与価格を記載します。全国平均貸与価格が当該福祉用具の価格

の上限と誤認されないように説明します。必要に応じて、上限設定の価格や最頻価格を提示

することも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

図 7� 「貸与価格」「全国平均貸与価格」の記載方法 

  

                                                        

i 第 158回社会保障審議会介護給付費分科会資料（平成 30年 1月 26日） 

【貸与価格（円）】 

当該の機種の、事業所におけ
る貸与価格を記載 

 
【全国平均貸与価格（円）】 

当該の機種の、全国平均貸与
価格を記載 

※厚生労働省が提示するデー
タを用いる 
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 (4) 「貸与を提案する福祉用具」提案する理由 

a.  考え方 

利用者に当該の機種を提案する理由を記載します。記載に当たっては、利用者の希望・困り

ごと、利用する環境などを踏まえた上で、なぜその機種が、「利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具」と考えるのかを整理し、他の候補となる

機種との比較検討が可能となるよう機能や特徴の違いなどを明示します。 

 

b.  記載方法 

利用者の希望・困りごと、利用する環境などに着目し、利用者に貸与の候補となる機種の

機能や価格を説明することから、「提案する理由」には、着目した事柄とそれに対応する福

祉用具の機種の特徴、機能を記載します。利用者に対して、どのような観点からこの機種を

選んだのかということがわかりやすく示します。 

「提案する理由」として記載する内容には、下記のような項目があります。 

 利用者の困りごと、希望、状態と、貸与を提案する福祉用具との整合 

 利用者の環境との整合を踏まえた福祉用具の機能� 等 

 

 

図 8� 「提案する理由」の記載方法 

 

 

  

【提案する理由】 

当該の機種を提案する理由を記載 
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  提案内容の説明と説明方法の記録 

(1)～(4)の項目（説明方法、採否を除く）について、利用者や家族に説明します。 

 

a.  全国平均貸与価格について 

 厚生労働省が公表する全国平均貸与価格のデータを用いて、貸与の候補となる福祉用

具の全国平均貸与価格及び当該福祉用具の貸与価格の提示をします。 

 提案する福祉用具の貸与価格の考え方について、利用者の求めがあれば、「福祉用具

貸与サービス事業所におけるサービスプロセス及び価格設定� ガイドライン」（平成
29年 3月一般社団法人日本福祉用具供給協会）等も参考にしつつ説明します。 

 例えば、当該福祉用具の貸与価格が全国平均貸与価格を超える場合、必要があればそ

の理由（サービス内容、輸送コスト、卸業者の利用、等）を利用者に説明するほか、

提案する福祉用具の貸与価格が全国平均貸与価格を超える場合でも、上限の設定以下

であれば介護保険の給付の対象であることを説明します。 

 

b.  候補となる機種について 

 利用者に、各機種を貸与する福祉用具の候補とした理由を説明します。 

 説明時には、カタログやモバイル機器、実物等を活用します。 

 カタログやモバイル機器を用いて説明する際には、利用者や家族が後に確認できるよ

うに、カタログの頁数や型番号、Webページの URLなどを記載します。 

 

「説明方法」の欄には、カタログ、商品 Webページや TAISページ、実物のデモによる説

明など、当該機種の機能や特徴、全国平均貸与価格等の説明方法を記載します。 

「採否」の欄には、利用者が選択した福祉用具に、○／×やレ点を記載します。 

 

 

図 9� 「説明方法」「採否」の記載方法 

  

【説明方法】 

機種の機能や特徴、全国平均貸与価
格を説明する際に用いた方法を記載 

【採否】 

貸与が決まった 

商品をチェック 
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  注意が必要な場合 

a.  付属品の扱い 

車いす付属品、特殊寝台付属品についても、複数提案を行います。したがって、提案す

る福祉用具の種目に、付属品（特殊寝台付属品、車いす付属品）がある場合は、貸与の候

補となる複数の機種を記載します。 

本体（特殊寝台、車いす）によっては、付属品が �機種に定まる場合には、本体の候補

を複数提案し、これに対応する付属品をそれぞれ提示します。この場合は、本体に適合す

る付属品が 1機種に定まっていることを、「提案する理由」に記載し、利用者にも説明し

ます。 

 

b.  他に流通している商品が確認できない場合の扱い 

他に流通している商品が確認できない場合注）には、その旨を「提案する理由」に記載し、

利用者に説明します。 

 

注）自社で当該商品の取り扱いがないということは含みません。 

 

なお、運営基準第二百二条には、「指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の

多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱

うようにしなければならない。」と定められています。 
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第 3章� 「ふくせん福祉用具サービス計画書（利用計画）」同意と交付 

1. 同意と交付の位置づけ  

2018年度の介護保険制度改正により、福祉用具貸与計画を作成した場合には、当該福祉用

具貸与計画を利用者および当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならないこ

とになりました。 

 

本会では、福祉用具貸与サービスの質の向上の観点から、「指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準」に位置付けられた福祉用具貸与計画書に相当する様式と

して、「ふくせん福祉用具サービス計画書」として、（基本情報）、（選定提案）、（利用

計画）の３点を一体的に運用することを推奨します。 

すなわち、①選定理由に繋がる根拠となる情報を（基本情報）に整理し、②（選定提案）

を用いて複数の機種の提案や価格の説明を行い、③（利用計画）において利用者が「価格の

説明、複数機種の提案を受け、利用計画に同意した」のち、利用者の署名、捺印を得た上で、

３点を利用者に交付し、あわせて介護支援専門員にも交付することを想定しています。 

2. 同意と交付について  

2018年度版の（利用計画）では、介護保険制度改正に対応し、同意署名欄の記載を改めて

います。 

計画書を交付する際には、（利用計画）の内容（貸与する福祉用具の機種、選定理由、留

意点等）について説明を行い、同意を確認します。この時に、（利用計画）の前段階で（選

定提案）を作成し、内容の説明を行ったことについて利用者の同意を得ます。 

同意が得られたら、利用者本人が（利用計画）の同意欄の□にレ点をつけ、同意を得た日

付を記載し、署名をします。利用者が署名することが難しければ、家族等が代理で署名し、

代筆者名とその続柄等を記載します。 

また、介護者は、利用者が福祉用具を利用する際に見守ったり、介護者自身が福祉用具を

操作したりする場合があるため、説明時にはできる限り同席してもらいます。 

上記のような手順を経て、利用者に「ふくせん福祉用具サービス計画書」を交付します。 
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図 10� 説明項目のチェック欄と署名欄の記載方法 

  

住　所 ��� ���

□
私は、福祉用具サービス計画の内容について説明を受け、内容

に同意し、計画書の交付を受けました。
(続柄)代筆者名 (　　　　) 印

事業所名 福祉用具専門相談員

月 日

□
私は、貸与の候補となる機能や価格の異なる複数の福祉用具の

提示を受けました。
署名 印

□
私は、貸与の候補となる福祉用具の全国平均貸与価格等の説明

を受けました。
日付 年

留

意

事

項
交付時に、利用者に対して、全項目の説明を行い、
確認をしながらチェックし、署名・捺印をいただく 
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付録 

付録 1. 記載項目と要領 

（選定提案）の各項目について、以下のように記載します。 

 

福祉用具が必要な理由 利用者からの相談内容、介護支援専門員からの依頼内容

などを整理し、貸与する福祉用具を検討する根拠としま

す。 

種目 13種目の種目名を記載します。手すりや車いすなど、使

用場所を区別する必要がある場合は、括弧内に記載しま

す。 

提案品目（商品名） 候補となる福祉用具の機種名を記載します。 

 

貸与価格（円） 当該の機種の、事業所における貸与価格を記載します。 

全国平均貸与価格

（円） 

当該の機種の、全国平均貸与価格を記載します。 

全国平均貸与価格は、厚生労働省の提示する情報を用い

ます。 

提案する理由 当該の機種が、貸与される福祉用具の候補として提案さ

れる理由を記載します。 

記載する内容には、下記に挙げるような項目がありま

す。 

 利用者が困っていることや、利用者の希望、利用者の

状態を踏まえた、当該の福祉用具との整合 

 利用環境との整合を踏まえた機能等 

 留意事項等 

説明方法 候補として挙げられた福祉用具の説明方法を記載しま

す。 

例として、カタログ、Webページ、TAISページ、実物等

があります。 

採否  貸与が決定した機種を区別できるように印をつけます。 � 例：○／×、✓ 
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付録 2. 「ふくせん福祉用具サービス計画書(選定提案)」の様式(平成 30年 4月版) 

 

ふくせん 福祉用具サービス計画書(選定提案)
管理番号
説明日

説明担当者

認定期間

利用者名 様 M・T・S 年 月

フリガナ 性別 生年月日 年齢 要介護度

年 月 日

居宅介護

支援事業所
担当ケアマネジャー

月 日 ～日 年

貸与を提案する福祉用具 （ ／ 枚)

※ 福祉用具が必要な理由（※）

(※)との

対応

種目
貸与価格(円)

提案する理由

【説明方法】

カタログ

Ｗｅｂページ

ＴＡＩＳページ

実物 等

採

　

否

提案品目（商品名）
全国平均

貸与価格(円)機種(型式)／ＴＡＩＳコード
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付録 3.「ふくせん福祉用具サービス計画書(利用計画)」の様式(平成 30年 4月版) 

 

 

ふくせん 福祉用具サービス計画書(利用計画) 管理番号

認定期間フリガナ 性別 生年月日 年齢 要介護度

居宅介護

支援事業所
担当ケアマネジャー

生活全般の解決すべき課題・ニーズ
（福祉用具が必要な理由）

福祉用具利用目標

利用者名 様 女 M・Ｔ・Ｓ 　年　月　日 ～

選定福祉用具(レンタル・販売) � ／ 枚)

品目 単位数
選定理由

機種（型式）

①

②

③

④

⑤

⑧

留
意
事
項

⑥

⑦

月 日

□
私は、貸与の候補となる機能や価格の異なる複数の福祉用具の
提示を受けました。

署名 印

□
私は、貸与の候補となる福祉用具の全国平均貸与価格等の説明
を受けました。

日付 年

住　所 ��� ���

□
私は、福祉用具サービス計画の内容について説明を受け、内容
に同意し、計画書の交付を受けました。

(続柄)代筆者名 (　　　　) 印

事業所名 福祉用具専門相談員
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付録 4.「ふくせんモニタリングシート(訪問確認書)」の様式（平成 30年 4月版） 

 

年 月 日
年 月 日

□ □ □
□ □ 　　　　　　　　

□

□

□

□

□ 一部達成

□

□

□ 一部達成

□

□

□

□

□ □

□ □

□ □

□ □

日次回実施予定日 年 月

総合評価

福祉用具

サービス

計画の

見直しの

必要性

□ なし

□ あり

意欲・ 意向等の

変化

なし
介護環境②

（サー ビ ス利用

等）・ 住環境の

変化

なし

あり あり

再検討

利用者等の変化

身体状況・ ADL

の変化

なし 介護環境①

（家族の状況）の

変化

なし

あり あり

問題なし □ 継続

□ あり □ 問題あり □
⑧

□ なし □

□ あり □ 問題あり □ 再検討

再検討

⑦
□ なし □ 問題なし □ 継続

問題なし □ 継続

□ あり □ 問題あり □
⑥

□ なし □

□ あり □ 問題あり □ 再検討

再検討

⑤
□ なし □ 問題なし □ 継続

問題なし □ 継続

□ あり □ 問題あり □
④

□ なし □

□ あり □ 問題あり □ 再検討

再検討

③
□ なし □ 問題なし □ 継続

問題なし □ 継続

□ あり □ 問題あり □
②

□ なし □

□ あり □ 問題あり □ 再検討

再検討の理由等

①
□ なし □ 問題なし □ 継続

利用福祉用具(品目) 利用

開始日

利用状況

の問題
点検結果

今後の

方針機種(型式)

�

達成

一部達成

未達成

�

達成

未達成

�

達成

未達成

�

達成

一部達成

未達成

福祉用具利用目標
目標達成状況

達成度 詳細

利用者名 様
要介護度 認定期間

事業所住所

���

ふくせん モニタリングシート
(訪問確認書)

～

フリガナ
居宅介護支援事業所

担当

ケアマネジャー

確認手段 訪問 電話
事業所名

福祉用具専門相談員

お話を伺った人 利用者 家族 他(　　　　　）
前回実施日

管理番号

モニタリング実施日

(　　     / 　　   枚）
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�
「福祉用具の適切な貸与に関する普及啓発事業」検討体制 
（平成 30年 3月末現在） 

【検討委員会】�  

委員� � � ※五十音順、敬称略� � ◎は委員長、○は副委員長 

 伊藤� 広成 一般社団法人日本福祉用具供給協会� 事務局次長 

 梶� � 友希乃 世田谷区� 高齢福祉部介護保険課� 保険給付係 

 久留� 善武 一般社団法人シルバーサービス振興会� 事務局長 

 五島� 清国 公益財団法人テクノエイド協会� 企画部長 

◎ 白澤� 政和 桜美林大学大学院老年学研究科� 教授 

 濵田� 和則 一般社団法人日本介護支援専門員協会� 副会長 

〇 東畠� 弘子 国際医療福祉大学大学院� 教授 

 肥後� 一也 株式会社カクイックスウィング� 鹿児島営業所� 課長 

 松井� 一人 公益社団法人日本理学療法士協会� 理事 

 山下� 和洋 株式会社ヤマシタコーポレーション� 代表取締役 

〇 渡邉� 愼一 一般社団法人日本作業療法士協会 制度対策部 

福祉用具対策委員長 

 渡邊� 英和 株式会社フジックスハートフル� 代表取締役 

   

オブザーバー  

 小林� 毅 

平嶋� 由人 

厚生労働省老健局高齢者支援課� 福祉用具・住宅改修指導官 

厚生労働省老健局高齢者支援課� 福祉用具・住宅改修係長 

 岩元� 文雄 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会� 理事長 

   

【事務局】 

 山本� 一志 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会� 事務局長 

 中村� 一男 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会� 事務局 

 柳田� 磨利子 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会� 事務局 

 三井� 裕代 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会� 事務局 

 江崎� 郁子 エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社� 社会公共政策部 

 今野� 亜希子 エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社� 社会公共政策部 

 杉本� 南 エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社� 社会公共政策部 
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平成 ��年度老人保健事業推進費等補助金�

福祉用具の適切な貸与に関する普及啓発事業�

「ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案）作成ガイドライン」�

�

平成 ��年 �月�

一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会�

�

〒��������� 東京都港区三田 �������

���：� ������������� � ���：�������������

メールアドレス：���������������
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.８４６    

令和２年６月１２日 

厚生労働省老健局高齢者支援課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 

← 厚生労働省 老健局高齢者支援課 

今回の内容 
 

「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準に 

ついて」の一部改正について 

計６枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 3985) 
FAX : 03-3595-3670 
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事 務 連 絡 

令和２年６月12日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管課（室）御中 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

 

令和２年度及び令和３年度以降の福祉用具の全国平均貸与価格 

及び貸与価格の上限の取扱い 

 

日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

福祉用具については、平成 30年 10月から、商品ごとに全国平均貸与価格の公表

及び貸与価格の上限（以下「上限価格等」という。）を設けており、設定された上限

価格等については、施行後の実態も踏まえつつ、おおむね１年に１度の頻度で見直

しを行うこととしておりましたが、第 177回社会保障審議会介護給付費分科会にお

いて、他サービスと同様、３年に１度の頻度で見直しを行うことといたしました。 

そのため、令和３年４月貸与分から適用する価格を見直した上で、その後、３年

に１度の頻度で見直すことといたします。 

また、新商品については、これまでどおり３ヶ月に１度の頻度で上限価格等を設

けることとしますが、令和２年７月以降貸与分、10月以降貸与分及び令和３年１月

以降貸与分として上限価格等を設ける商品については、次回の見直しは、令和６年

４月貸与分から適用する価格において行うこととします。 

 都道府県、指定都市及び中核市の担当課室におかれましては、管内市町村及び福

祉用具貸与事業者等に対し、広く周知いただくとともに、遺漏なく御対応いただき

ますようお願いします。 

【厚生労働省担当】 

厚生労働省老健局 高齢者支援課 

福祉用具・住宅改修係 

電 話：03-5253-1111（内 3985） 

e-mail： fukushiyougu@mhlw.go.jp 
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老高発0612第１号 

令和２年６月１２日 

 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課長 

 

 

「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」の一部改正について 

 

 

標記については、「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」

（平成 30年３月 22日付け老高発 0322第１号厚生労働省老健局高齢者支援課長

通知）に基づき実施されているところであるが、今般、当該通知の一部を別添の

とおり改正し、令和３年４月１日より適用することとするので、御了知の上、管

内市町村（特別区を含む）、関係団体、関係機関等に周知を願いたい。 
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- 1 - 

 

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について 新旧対照表 
 

改          正          後 現                   行 

老高発 0322 第１号 

平成 30年３月 22日 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長あて 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課長通知 

 

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生

省告示第 19 号）、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（平成 18 年厚生労働省告示第 127 号）及び厚生労働大臣が定める外部

サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防

特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数

並びに限度単位数（平成 18 年厚生労働省告示第 165 号）の規定に基づく「厚

生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準」（以下

「基準」という。）については、平成 30 年３月 22 日厚生労働省告示第 80 号

をもって公布されたところであるが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりで

あるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底

を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 

 

 

老高発 0322第１号 

平成 30年３月 22日 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長あて 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課長通知 

 

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省

告示第 19 号）、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成 18 年厚生労働省告示第 127 号）及び厚生労働大臣が定める外部サービ

ス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施

設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに

限度単位数（平成 18 年厚生労働省告示第 165 号）の規定に基づく「厚生労働

大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準」（以下「基準」

という。）については、平成 30 年３月 22 日厚生労働省告示第 80 号をもって

公布されたところであるが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、

御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るととも

に、その運用に遺憾のないようにされたい。 
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- 2 - 

 

改          正          後 現                   行 

記 

 

１ 基準の性格 

基準においては、福祉用具の貸与価格が、当該福祉用具の全国平均貸与価

格に当該福祉用具の全ての貸与価格の標準偏差を加えることで算出される額

（以下「貸与価格の上限」という。）を超えないこととしている。これを超

えて福祉用具貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定しない。 

 

２ 運用に当たっての留意事項 

（１）商品ごとの全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定（以下「上

限設定等」という。）については、平成 30 年 10 月から適用する。なお、

新商品については、３月に１度の頻度で上限設定等を行う。 

（２）上限設定等については、３年に１度の頻度で見直しを行う。ただし、

見直しを行うとき、上限設定等から経過した期間が１年未満の新商品に

ついては見直しを行わず、次に見直しを行う年度に見直すこととする。 

（３）上限設定等を行うに当たっては、月平均 100 件以上の貸与件数となっ

たことがある商品について適用する。 

 

（４）（１）から（３）までについては、施行後の実態も踏まえつつ、実施

していくこととする。 

記 

 

１ 基準の性格 

基準においては、福祉用具の貸与価格が、当該福祉用具の全国平均貸与価格

に当該福祉用具の全ての貸与価格の標準偏差を加えることで算出される額（以

下「貸与価格の上限」という。）を超えないこととしている。これを超えて福

祉用具貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定しない。 

 

２ 運用に当たっての留意事項 

（１）商品ごとの全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定について

は、平成 30 年 10 月から適用する。平成 31 年度以降、新商品について

も、３月に１度の頻度で同様の取扱いとする。 

（２）公表された全国平均貸与価格及び設定された貸与価格の上限について

は、平成 31 年度以降、おおむね１年に１度の頻度で見直しを行う。 

 

（３）全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定を行うに当たっては、

月平均 100 件以上の貸与件数となったことがある商品について適用す

る。 

（４）（１）から（３）については、施行後の実態も踏まえつつ、実施してい

くこととする。 
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老高発 0332 第１号 

平成 30 年３月 22 日 

最終改正 老高発 0612 第１号 

令和２年６月 12 日 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長あて 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課長通知 

 

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12 年厚生省告示第19 号）、

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第

127 号）及び厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外

部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サー

ビスの単位数並びに限度単位数（平成 18 年厚生労働省告示第 165 号）の規定に基づく「厚

生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準」（以下「基準」という。）

については、平成 30 年３月 22 日厚生労働省告示第 80 号をもって公布されたところであ

るが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、

関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 

 

記 

 

１ 基準の性格 

基準においては、福祉用具の貸与価格が、当該福祉用具の全国平均貸与価格に当該福祉用

具の全ての貸与価格の標準偏差を加えることで算出される額（以下「貸与価格の上限」とい

う。）を超えないこととしている。これを超えて福祉用具貸与を行った場合、福祉用具貸与

費は算定しない。 

 

２ 運用に当たっての留意事項 

（１）商品ごとの全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定（以下「上限設定等」と

いう。）については、平成 30 年 10 月から適用する。なお、新商品については、３月に

１度の頻度で上限設定等を行う。 

（２）上限設定等については、３年に１度の頻度で見直しを行う。ただし、見直しを行うと

き、上限設定等から経過した期間が１年未満の新商品については見直しを行わず、次に

見直しを行う年度に見直すこととする。 
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（３）上限設定等を行うに当たっては、月平均 100 件以上の貸与件数となったことがある

商品について適用する。 

（４）（１）から（３）までについては、施行後の実態も踏まえつつ、実施していくことと

する。 
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平成30年9月7日

No 製造 供給 項目 Q：質問 A：回答

1 ○

貸与価格の上限適用 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限は、消費税込みの価格で

すか。

全国平均貸与価格及び貸与価格の上限は、消費税込みの価格で

す。例えば、消費税分も含めて、公表されている上限を超えて貸与を

行った場合、福祉用具貸与費は一律算定されませんので、ご留意くだ

さい。

2 ○

貸与価格の上限適用 TAISコード（届出コード）を取得している商品ですが、７月に公表さ

れた「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧

（平成30年10月）」に掲載されていません。平成30年10月からの

貸与においては、どのように取り扱えばよいですか。

全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表に当たっては、貸与

件数が月平均100件以上の商品が適用され、一覧には該当する商

品が掲載されています。TAISコード又は届出コードを取得している商

品であって、一覧に掲載されていない商品については、従前どおりの取

扱いで差し支えありません。

3 ○

貸与価格の上限適用 貸与価格の上限と同額での請求はできますか。（例えば、貸与価格

の上限が1,000円であるとき、100単位で請求することができます

か。）

貸与価格の上限と同額での請求はできます。

4 ○

貸与価格の上限適用 貸与価格の上限を超えた貸与を行った場合、上限価格の介護給付

費までが算定されるのですか。

（例えば、貸与価格の上限が1,000円であり、110単位で請求した

場合に100単位分が算定されるのですか。）

貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は一

律算定されませんので、ご留意ください。

5 ○

貸与価格の上限適用 平成30年９月以前に貸与を開始した利用者についても、平成30年

10月貸与分から、貸与価格の上限は適用されますか。

全ての利用者に適用されます。

6 ○

貸与価格の上限適用 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限を算定するにあたり、半月

請求や日割り請求分も含まれていますか。

半月請求や日割り請求分は含まれていません。

7 ○

コードの取扱い TAISコード又は届出コードの一覧は、公益財団法人テクノエイド協会

のホームページで毎月公表されますが、毎月確認する必要があります

か。

新たにTAISコード又は届出コードを取得する商品が一覧に追加され

るほか、届出コードからTAISコードに変更になる商品などもあり得るた

め、毎月確認する必要があります。正しくコードを記載いただかない場

合は、国保連での審査において返戻となりますので、ご留意ください。

全国平均貸与価格及び貸与価格の上限公表に関するQ＆A（よくある問い合わせ）
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.883    

令和２年 10 月 19 日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

今回の内容 
 

介護ベッドに関する注意喚起について（依頼） 

計 11 枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 3971、3979、3948) 

F A X  : 03-3503-7894 
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事 務 連 絡  

令和２年 10 月 19 日  

都 道 府 県 

各 指 定 都 市  介護保険担当主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

 

厚生労働省老健局高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課 

老 人 保 健 課 

 

 

介護ベッドに関する注意喚起について（依頼） 

 

 

 日頃より厚生労働行政の推進につきまして御理解・御協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

今般、消費者庁から別添のとおり「介護ベッドに関する注意喚起について（依

頼）」（令和２年 10 月 12 日付け消安全 360 号消費者庁消費者安全課長通知）が

発出されました。 

令和２年９月 16日消費者庁プレスリリース資料「介護ベッドと柵や手すりと

の間に首などが挟まれる事故に注意―毎年死亡事故が発生しています―」（参考

資料２参照）のとおり、介護ベッドは使用方法により重大事故につながることが

あります。 

つきましては、介護ベッドを安全に御使用いただくため、別添の内容について、

十分御了知いただくとともに、管内市町村、サービス事業所等に対する周知等を

お願い致します。 

以上 

 

 

 

＜添付資料＞ 

○別添 

「介護ベッドに関する注意喚起について（依頼）」（令和２年 10 月 12 日消安全

第 360号消費者庁消費者安全課長通知） 
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○参考資料１ 

「介護ベッドに関する注意喚起（依頼）」（令和２年消安全第 326 号消費者庁消

費者安全課長通知） 

 

○参考資料２ 

令和２年９月 16日消費者庁プレスリリース資料「介護ベッドと柵や手すりとの

間に首などが挟まれる事故に注意―毎年死亡事故が発生しています―」 

 

 

＜参考情報＞ 

○消費者庁 

重大製品事故に関する公表資料・介護ベッド用手すりについての注意喚起等 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/2020/ 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/020529/ 

 

○政府広報オンライン 

ここにご注意！高齢者の製品事故 不注意や誤使用で思わぬ事故に。 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201409/3.html 

 

○医療・介護ベッド安全普及協議会 

安全対策に関するパンフレット、医療・介護ベッド安全点検チェック表を公表 

しています。 

http://www.bed-anzen.org/ 

 

○独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE） 

平成 30 年９月 13 日（木） 

安全な暮らしを高齢者と共に ～事故を防ぐ注意ポイントを紹介～ 

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2018fy/prs180913.html 
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消 安 全 3 6 0 号 

令和２年 10 月 12 日 

 

厚生労働省 老健局 高齢者支援課長 殿 

 

 

消費者庁 消費者安全課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護ベッドに関する注意喚起について（依頼） 

 

 

平素より、消費者行政の推進に御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございま

す。 

消費者庁では、９月 16 日付けで、消費者に向けた注意喚起「介護ベッドと柵や手す

りとの間に首などが挟まれる事故に注意－毎年死亡事故が発生しています－」の公表を

行いました。関連して、同日に「消費者庁 Twitter」、「消費者庁 Facebook」でも発信し、

消安全第 326 号「介護ベッドに関する注意喚起（依頼）」（消費者庁消費者安全課長通知）

により、都道府県・政令指定都市消費者行政担当課長宛てに周知を依頼しました。 

貴省におかれましても、関係機関等へ御周知くださいますようお願いいたします。 

 

以上 

 

参考資料１：消安全第 326 号「介護ベッドに関する注意喚起（依頼）」（消費者庁消費者

安全課長通知） 

参考資料２：令和２年９月 16 日消費者庁プレスリリース資料「介護ベッドと柵や手す

りとの間に首などが挟まれる事故に注意－毎年死亡事故が発生しています－」 

 

 

 

 

＜本件問合せ先＞ 

消費者庁消費者安全課 朝倉、睦門
むつかど

 

TEL：03-3507-9137（直通） 
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消 安 全 第 3 2 6 号 

令和２年９月 16 日 

 

 

都道府県・政令指定都市 消費者行政担当課長 殿     

 

消費者庁消費者安全課長   

（ 公 印 省 略 ）   

  

 

介護ベッドに関する注意喚起について（依頼） 

 

 

 平素より、消費者行政の推進に御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 本日、別添により消費者に向けた注意喚起「介護ベッドと柵や手すりとの間に首などが

挟まれる事故に注意－毎年死亡事故が発生しています－」の公表を行いました。関連して、

同日に「消費者庁 Twitter」、「消費者庁 Facebook」でも発信しました。 

 各地方公共団体におかれましては、別添資料を御活用いただき、管内の消費者に対する

周知・啓発に御協力をお願いいたします。 

なお、本通知の内容につきましては、管内の市区町村へ御周知くださいますようお願い

いたします。 

 

 

 

＜本件問合せ先＞ 

消費者庁消費者安全課 朝倉、睦門（むつかど） 

TEL：03-3507-9137（直通） 
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老 高 発 ０ ３ ３ １ 第 ３ 号 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

 

  都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

ハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けた対応について（通知） 

 

  日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

ハンドル形電動車椅子については、主に歩行補助の必要性が高い高齢者の日

常的な移動手段として使用されていますが、平成20年から平成26年までにハン

ドル形電動車椅子を使用中の死亡・重傷事故が51件発生しています。 

これを踏まえ、昨年７月に、消費者安全調査委員会において、消費者安全法

（平成21年6月5日法律第50号）第33条第１項の規定に基づく消費者安全確保の

見地から、厚生労働大臣、国土交通大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官に対

し、別添「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」（平成28年７月22日付け消

安委第62号）のとおり、ハンドル形電動車椅子の貸与時等に関するリスク低減

策に関する意見具申がなされたところです。 

つきましては、ハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けて、今般の

意見内容が適切に行われるよう、下記について御了知の上、管内市町村及び福

祉用具貸与事業者等に対し、周知徹底を図っていただくようお願いします。 

なお、本内容については、一般社団法人日本福祉用具供給協会及び一般社団

法人全国福祉用具専門相談員協会に対し、別途通知することを申し添えます。 

 

 

記 

 

１ 「２ 厚生労働大臣への意見」の（１）に係る対応について 

   本意見においては、「ハンドル形電動車椅子の運用に関するリスク低減策

（運転者の身体の能力及び運転適性の確認強化）（中略）を試行すること。」

67



2 

 

とされています。 

   これを踏まえ、厚生労働省においては、「平成 29年度老人保健健康増進

等事業」を活用し、具体的なリスク低減策について研究事業を進めること

としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「２ 厚生労働大臣への意見」（２）に係る対応について 

（１）「２ 厚生労働大臣への意見」の（２）の①に係る対応について 

    本意見においては、「踏切のリスクの度合い（横断距離や踏切道側面の

段差高さ等）を確認し、利用予定者に確実に説明することを福祉用具関係

者に周知すること。」とされています。 

    これを踏まえ、福祉用具専門相談員等においては、ハンドル形電動車い

すの貸与に当たって、要介護者等が踏切の横断で使用することが想定され

る場合には、 

    ・ 充電の残量を常時確認する 

    ・ 踏切の手前では必ず一時停止し、左右の安全確認を行う 

    ・ 線路に対しては直角に進行する 

・ 脱輪の恐れがあることから踏切の端には寄り過ぎない 

＜参考＞「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」（平成28年７月22日 消安委

第62号）（抜粋） 

 

２ 厚生労働大臣への意見 

（１）ハンドル形電動車椅子の運用に関するリスク低減策（運転者の身体の能力

及び運転適性の確認強化）の試行 

ハンドル形電動車椅子の運用に関するリスク低減策（運転者の身体の能力及

び運転適性の確認強化）として、以下を試行すること。 

① 介護保険制度を利用したレンタル利用者に対し、既に行われている身体の

能力及び運転適性の確認方法に、認知機能の検査手法や運転履歴情報に基づ

く運転適性の確認を追加し、確認結果の経時的な変化を分析することにより

身体の能力及び運転適性の低下の有無について評価すること。 

運転適性の確認は、経済産業省の協力を得て、有用な運転履歴情報の検討

及び現在のハンドル形電動車椅子が有する運転記録機能に運転履歴情報の

保存及び出力機能を付加して活用すること。 

② 身体の能力（感覚機能、運動機能、認知機能など）及び運転適性の低下が

認められた利用者に対しては、貸与側が使用環境に留意し、経済産業省の協

力を得て、ハンドル形電動車椅子の最高速度を下方変更し、その効果を検証

すること。 
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    ・ 段差の通過は勢いをつけず安全な速度で進行する 

    といった安全に使用するための留意事項について、あらかじめ説明いただ

きますようお願いします。 

なお、迂回が可能な場合には踏切の横断を避けることはもとより、やむ

を得ず横断する場合でも介助者が同行することが望ましいことは言うま

でもありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「２ 厚生労働大臣への意見」の（２）の②に係る対応について 

    本意見においては、「ハンドル形電動車椅子の登降坂性能（傾斜角度 10°

以下）を超えた急坂での使用を防ぐための警告機能が備わっていない機種

が存在する。（中略）登降坂性能を超える急坂がないことを確認できない

限りは、前述の警告機能を有するハンドル形電動車椅子を提供するように

福祉用具関係者に周知すること。」とされています。 

    これを踏まえ、福祉用具専門相談員等においては、ハンドル形電動車い

すの貸与に当たって、要介護者等の使用環境を十分に確認いただいた上で、

登降坂性能を超える急坂での使用が想定される場合には、警告機能を有す

るものを選定いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」（平成28年７月22日 消安委

第62号）（抜粋） 

 

２ 厚生労働大臣への意見 

（２）ハンドル形電動車椅子の貸与時に関するリスク低減策の実施 

① ハンドル形電動車椅子貸与時の使用環境確認では、踏切のリスクの度合い

（横断距離や踏切道側面の段差高さ等）を確認し、利用予定者に確実に説明

することを福祉用具関係者に周知すること。 

＜参考＞「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」（平成28年７月22日 消安委

第62号）（抜粋） 

 

２ 厚生労働大臣への意見 

（２）ハンドル形電動車椅子の貸与時に関するリスク低減策の実施 

② ハンドル形電動車椅子の登降坂性能（傾斜角度10°以下）を超えた急坂で

の使用を防ぐための警告機能が備わっていない機種が存在する。使用環境に

ハンドル形電動車椅子の登降坂性能を超える急坂がないことを確認できない

限りは、前述の警告機能を有するハンドル形電動車椅子を提供するように福

祉用具関係者に周知すること。 
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（３）「２ 厚生労働大臣への意見」の（２）の③に係る対応について 

本意見においては、「緊急事態において使用者が単独で危険を回避でき

ない状況も予想されるため、周囲へ緊急事態を知らせる方法の検討を福祉

用具関係者に促すこと。」とされています。 

    これを踏まえ、福祉用具専門相談員等においては、ハンドル形電動車い

すの貸与に当たって、要介護者等の使用環境を十分に確認いただいた上で、 

・ 踏切の横断に際し、脱輪等により動けなくなった場合には、ハンド

ル形電動車いすの警音器又は周囲の協力を得て非常押しボタンを使

用する 

・ 急坂、畦道、段差等の走行に際し、バランスを崩す等により動けな

くなった場合には、ハンドル形電動車いすの警音器を使用する 

といった周囲へ緊急事態を知らせる方法について、具体的な使用場面を想

定しながら検討いただくとともに、必要に応じて実際にハンドル形電動車

いすを使用させながら使用方法の指導を行っていただきますようお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「４ 厚生労働大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官への意見」に係る対

応について 

本意見においては、「関係機関及び団体の協力を得て、介護保険制度を利

用したレンタル利用者に対して、運転に必要な知識の教育と危険回避に必

要な技能の体験型訓練の重要性を周知し、それらへの参加を促すとともに、

これらの教育・訓練を地域の特徴に合わせて継続的に実施すること。」とさ

れています。 

現在でも、都道府県警察、市町村、電動車いす安全普及協会等において、

ハンドル形電動車いす利用者等に対する講習会等（以下「講習会等」とい

う。）を実施していますが、これらの取組を一層効果的なものとするため、

関係省庁と連携し、必要な検討を行ってきました。 

これを踏まえ、都道府県警察においては、 

＜参考＞「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」（平成28年７月22日 消安委

第62号）（抜粋） 

 

２ 厚生労働大臣への意見 

（２）ハンドル形電動車椅子の貸与時に関するリスク低減策の実施 

③ 緊急事態において使用者が単独で危険を回避できない状況も予想されるた

め、周囲へ緊急事態を知らせる方法の検討を福祉用具関係者に促すこと。 
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・ 市町村、電動車いす安全普及協会等が講習会等を実施する場合には、

その求めに応じて必要な協力を行うこと 

・ 都道府県警察が講習会等を実施する場合には、市町村、電動車いす

安全普及協会等からの求めに応じて開催日等の情報提供を行うととも

に、福祉用具貸与事業者等の求めに応じて講習会等への参加を可能と

すること 

などの取組を進めることとしています。 

 また、電動車いす安全普及協会においては、 

・ 可能な限り講習会等に模擬体験等の体験型講習を取り入れること 

・ 福祉用具貸与事業者等の求めに応じて講習会等への参加を可能とす

ること 

などの取組を進めることとしています。 

市町村においても、本趣旨について御理解いただくとともに、 

・ 講習会等の開催に当たって、必要に応じて都道府県警察に協力を依

頼すること 

・ 可能な限り講習会等に模擬体験等の体験型講習を取り入れること 

・ 福祉用具貸与事業者等の求めに応じて講習会等への参加を可能とす

ること 

などの取組を進めていただきますよう御協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」（平成28年７月22日 消安委

第62号）（抜粋） 

 

４ 厚生労働大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官への意見 

運転に必要な知識教育と危険回避に必要な技能訓練の実施 

厚生労働大臣は、関係機関及び団体の協力を得て、介護保険制度を利用したレ

ンタル利用者に対して、運転に必要な知識の教育と危険回避に必要な技能の体験

型訓練の重要性を周知し、それらへの参加を促すとともに、これらの教育・訓練

を地域の特徴に合わせて継続的に実施すること。 

経済産業大臣は、関係機関及び団体の協力を得て、ハンドル形電動車椅子の購

入使用者に対して、運転に必要な知識の教育と危険回避に必要な技能の体験型訓

練の重要性を周知し、それらへの参加を促すとともに、これらの教育・訓練を地

域の特徴に合わせて継続的に実施すること。 

消費者庁長官は、こうした教育・訓練が、複数の行政機関の関与を必要とする

ことから、本施策の遂行に当たっては、効果的な運用となるよう実施計画等につ

いて十分な調整を行うこと。 
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４ その他 

  ハンドル形電動車いすの安全な使用に向けては、公益財団法人テクノエイド

協会の「福祉用具ヒヤリ・ハット情報」、電動車いす安全普及協会の「電動車い

す安全利用の手引き」及び「電動車いす安全運転のすすめ（動画）」がそれぞれ

のホームページで閲覧が可能となっていますので、これらの情報も積極的に活

用していただきますようお願いします。 

＜参考＞ 

○ 公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具ヒヤリ・ハット情報」 

（http://www.techno-aids.or.jp/hiyari/） 

 

○ 電動車いす安全普及協会「電動車いす安全利用の手引き」及び「電動車い

す安全運転のすすめ（動画）」 

（http://www.den-ankyo.org/guidance/safety.html） 
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事 務 連 絡

平成 30 年４月 18 日

都道府県

各 指定都市 介護保険主管課（室） 御中

中 核 市

厚生労働省老健局高齢者支援課

「ハンドル形電動車椅子安全利用に関する知識・技能についての教育・訓練の基本

項目」について

日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

ハンドル形電動車椅子の使用に係る事故防止に向けては、「ハンドル形電動車椅子を

使用中の事故防止に向けた対応について（通知）」（平成 29 年３月 31 日老高発 0331 第

３号）でお知らせしたころですが、今般、消費者庁より、添付のとおり、「ハンドル形

電動車椅子安全利用に関する知識・技能についての教育・訓練の基本項目」について

の周知依頼がありましたので、お知らせします。

つきましては、管内市町村及び福祉用具貸与事業者等に対し、広く周知いただくと

ともに、遺漏なく御対応いただきますようお願いします。

【厚生労働省担当】

厚生労働省老健局 高齢者支援課

福祉用具・住宅改修係

電 話：03-5253-1111（内 3985）

e-mail： fukushiyougu@mhlw.go.jp
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＜参考＞「ハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けた対応について（通知）」

（平成 29 年３月 31 日老高発 0331 第３号）（抜粋）

３ 「４ 厚生労働大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官への意見」に係る対応について

本意見においては、「関係機関及び団体の協力を得て、介護保険制度を利用したレンタル利

用者に対して、運転に必要な知識の教育と危険回避に必要な技能の体験型訓練の重要性を周

知し、それらへの参加を促すとともに、これらの教育・訓練を地域の特徴に合わせて継続的

に実施すること。」とされています。

現在でも、都道府県警察、市町村、電動車いす安全普及協会等において、ハンドル形電動

車いす利用者等に対する講習会等（以下「講習会等」という。）を実施していますが、これら

の取組を一層効果的なものとするため、関係省庁と連携し、必要な検討を行ってきました。

これを踏まえ、都道府県警察においては、

・ 市町村、電動車いす安全普及協会等が講習会等を実施する場合には、その求めに応

じて必要な協力を行うこと

・ 都道府県警察が講習会等を実施する場合には、市町村、電動車いす安全普及協会等

からの求めに応じて開催日等の情報提供を行うとともに、福祉用具貸与事業者等の求

めに応じて講習会等への参加を可能とすること

などの取組を進めることとしています。

また、電動車いす安全普及協会においては、

・ 可能な限り講習会等に模擬体験等の体験型講習を取り入れること

・ 福祉用具貸与事業者等の求めに応じて講習会等への参加を可能とすること

などの取組を進めることとしています。

市町村においても、本趣旨について御理解いただくとともに、

・ 講習会等の開催に当たって、必要に応じて都道府県警察に協力を依頼すること

・ 可能な限り講習会等に模擬体験等の体験型講習を取り入れること

・ 福祉用具貸与事業者等の求めに応じて講習会等への参加を可能とすること

などの取組を進めていただきますよう御協力をお願いします。

＜参考＞「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」（平成28年７月22日 消安委第62号）（抜粋）

４ 厚生労働大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官への意見

運転に必要な知識教育と危険回避に必要な技能訓練の実施

厚生労働大臣は、関係機関及び団体の協力を得て、介護保険制度を利用したレンタル利用者に

対して、運転に必要な知識の教育と危険回避に必要な技能の体験型訓練の重要性を周知し、それ

らへの参加を促すとともに、これらの教育・訓練を地域の特徴に合わせて継続的に実施すること。

経済産業大臣は、関係機関及び団体の協力を得て、ハンドル形電動車椅子の購入使用者に対し

て、運転に必要な知識の教育と危険回避に必要な技能の体験型訓練の重要性を周知し、それらへ

の参加を促すとともに、これらの教育・訓練を地域の特徴に合わせて継続的に実施すること。

消費者庁長官は、こうした教育・訓練が、複数の行政機関の関与を必要とすることから、本施

策の遂行に当たっては、効果的な運用となるよう実施計画等について十分な調整を行うこと。

74



75



1 
 

＜別添＞ 
平成 30 年４月 12 日 

 

ハンドル形電動車椅子安全利用に関する知識・技能についての 

教育･訓練の基本項目 

 
消費者庁消費者安全課 

 
 

消費者庁では、ハンドル形電動車椅子（以下、「電動車椅子」という。）の利用者が運転に

必要な知識と危険回避に必要な技能を理解・習得し、安全に利用できるよう、購入時や貸与

時の操作説明、安全講習会に取り入れていただきたい教育・訓練の基本項目を以下のとおり

まとめました。 
基本項目の活用により、電動車椅子の事故防止に取り組んでいただきますようお願いしま

す。基本項目の実施に当たっては、後出の参考資料もご覧ください。 
 
 
【教育・訓練の基本項目】 
以下の各項目を利用者が理解、習得できるものとする。下記２．及び３．の項目について

は、受講者の安全を確保しつつ、模擬体験・指導員等による実演を実施し、実施できない場

合は映像などを用いた説明を実施することが望ましい。また、下記４．の項目については、

現地での確認が実施できない場合は、地図等を活用し、リスクの確認を行うことが望ましい。 
 
 

１．電動車椅子を安全に利用するに当たっての基礎知識 
① 電動車椅子の利用者は、道路交通法上、歩行者とみなされること。 
② 電動車椅子を利用する際は、歩道を走行するなど歩行者としての通行区分に従う

こと。 
※ 上記の点に係る法令等の変更があった場合には、その内容について説明すること。 

 
 
２．電動車椅子を安全に利用するための操作の基本 

① アクセルレバーを触れることによる意図しない発進があり危険であること。 
② 急停止操作及び手動ブレーキ操作 
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３．電動車椅子の利用時に注意すべき危険な事例とその対応策 
① 踏切内での脱輪：踏切の端に寄り過ぎないこと、介助者と一緒に同行すること。 
② 急坂での転倒：10 度を超える急坂の通行は避けること。 
③ 傾斜地・横断勾配での転倒：体を傾斜の高い方に傾けてバランスを取ること。急

勾配の場合には通行を避けること。 
④ 段差・溝の乗り越えでの転倒：段差や溝に対して直角に進むこと。 
⑤ 側溝や用水路への転落：道路の端から必要な間隔をあけること。 

 
 
４．電動車椅子の利用者の行動範囲内に潜む危険リスクの確認 

電動車椅子の利用者の行動範囲内において、上記３．記載の危険な事例が起こり

そうな箇所を指導員等の付き添いの下で利用者の安全を確保しつつ、現地で確認し

ておくこと。 
※ 工事などで通行が困難な場合に備え、電動車椅子の利用者の行動範囲の迂回路

も確認しておくことが望ましい。 
 
 
５．安全利用のために普段から心がけること 

① 使用前の点検 
② バッテリー容量の確認 
③ 定期的なメンテナンス 

 
 
６．賠償保険及び傷害保険の説明 

事故に備え、損害保険や傷害保険への加入が望ましいことを説明すること。 
 
 
＜参考資料＞ 

警察庁 電動車いすの安全利用に関するマニュアル 
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/e_wheelchair.html 
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事 務 連 絡 

    令和３年６月 14 日 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管課（室） 御中 

中 核 市 

 

                         厚生労働省老健局高齢者支援課 

 

ハンドル形電動車いすを安全に利用するためのガイドラインについて 

 

日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

介護保険の福祉用具を安全に利用するためには、事故防止に取り組むことが重要であ

り、特にハンドル形電動車いすについては、当該機器を使用中の死亡・重傷事故が多数発

生していることを受け、平成 29年３月にも、事故防止のための対応について周知を行っ

たところです。 

今般、令和２年度老人保健健康増進等事業において、介護保険の福祉用具貸与における

ハンドル形電動車いすの利用者の身体状況や認知機能等の実態把握を行い、安全利用面

での評価・指導の在り方について、福祉用具専門相談員が利用できるガイドライン及び指

導手順書を策定しました。ハンドル形電動車いすを安全に利用するため、貸与（または購

入）の際の指標のひとつとしてご活用いただきたく、ご連絡いたします。 

都道府県、指定都市及び中核市の担当課室におかれましては、管内市町村及び福祉用具

貸与事業所等に対し、広く周知いただくとともに、遺漏なく御対応願います。 

 

記 

 

令和２年度老人保健健康増進等事業 

「ハンドル形電動車いすの安全利用に係る調査研究事業」 

 

・ 「ハンドル形電動車椅子の貸与実務における安全利用のためのガイドライン」 

・ 「ハンドル形電動車椅子の貸与実務における安全利用のための指導手順書」 

http://www.zfssk.com/topics_detail.php#953 

 

 

 

 

 

 
【厚生労働省担当】 

  厚生労働省老健局 高齢者支援課 

福祉用具・住宅改修係 

電   話：03-5253-1111（内 3985） 

e-mail： fukushiyougu@mhlw.go.jp 
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老高発0331第１号 

老認発0331第３号 

老老発0331第１号 

令和５年３月31日 

  

各都道府県介護保険主管部（局）長 

各市区長村介護保険主管部（局）長 殿 

                             

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

認知症施策・地域介護推進課長 

（ 公 印 省 略 ） 

老 人 保 健 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

            

 

福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について（通知） 

 

 介護保険制度における福祉用具貸与、特定福祉用具販売のサービスの提供に際し

ては、福祉用具事業者と利用者との同意を得て行われている。 

その同意の際、令和３年度介護報酬改定において、電磁的な対応を認めるととも

に、押印等を求めないことが可能であることや、その代替手段を明示した。 

押印等の省略や書類の電子化等の取組については、利用者等の利便性の向上に加

え、福祉用具事業者における業務の効率化等にもつながるものであることから、デ

ジタル庁とも連携の上、以下のように整理した。 

貴職におかれては御了知の上、管内関係団体、関係機関等に対する周知をお願い

する。 

 

記 

 

１．押印の省略について 

別紙「押印についてのＱ＆Ａ」（令和２年６月 19日付け内閣府、法務省、経

・福祉用具貸与等の契約において、押印は必要な要件とされていないこと、 

・押印欄の無い重要事項説明書や契約書のひな形を新たに作成したこと、 

・各都道府県のワンストップ相談窓口を通じた押印の省略や書類の電子化を推進すること、 

等について通知します。 
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済産業省）では、民事訴訟法（平成８年法律第 109 号）第 228 条第４項等の解

釈として、契約に当たり押印をしなくても契約の効力に影響は生じないこと、

押印がされている場合でも相手方の反証が可能であること、文書の成立の真正

を証明する手段として、継続的な関係がある場合は相手方とのメールの送受信

記録の保存が考えられること等が示されている。 

令和３年度介護報酬改定においても、「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」（平成 11 年３月 31日厚生省令第 37号）等を改正

し、利用者等の利便性の向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、利

用者等への説明・同意を書面で行うものについて、電磁的な対応を原則認める

とともに、押印等を求めないことが可能であることやその代替手段を明示した

ところである。 

ついては、福祉用具事業者が独自に作成している書類も含めて、今後、福祉

用具事業者が各種書類を新規作成・更新する場合、押印等の省略、書類の電子

化等が積極的に図られるよう、周知等を進めていただきたい。また、都道府県

等においては、上記の趣旨を踏まえ、福祉用具事業者が作成している各種書類

について、押印等がないことを理由として、直ちに是正を求めることがないよ

うに留意されたい。 

更に、押印等が省略可能であることを普及する観点から、押印欄を明記して

いない重要事項説明書や契約書のひな形として、別紙様式１から３までのとお

り作成した。都道府県等におかれては、福祉用具事業者におけるサービス内容

等に合わせつつ活用されるよう、本様式を広く周知いただくとともに、自治体

独自に標準的な様式を定めている場合、一律に押印を求めているものがあれば、

見直しを進めていただきたい。 

 

２．その他、利用手続きの円滑化に向けた取組について 

（１）ワンストップ窓口の設置による取組の推進 

厚生労働省は、介護現場における生産性向上の取組を加速するため、令和５

年度より、地域医療介護総合確保基金に、生産性向上に資する様々な支援・施

策を総合的に一括して取り扱い、適切な支援につなぐワンストップ窓口の設置

等を要件とする「介護生産性向上推進総合事業」を創設したところである。 

押印の省略や書類の電子化の取組についても、ワンストップ窓口における相

談対応事項の一つと考えられるところである。 

厚生労働省としても、各都道府県における介護生産性向上推進総合事業の立

ち上げの支援等を予定しているところであり、利用手続きの円滑化に向けた取

組の推進の観点からも、各都道府県において積極的な事業実施をお願いする。 
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（２）ＩＣＴ導入支援事業の促進について 

従前より、地域医療介護総合確保基金を活用して各都道府県が実施している

ＩＣＴ導入支援事業では、書類の電子化に際して必要となるソフトウェアや機

器等も対象になると考えている。しかし、一部の都道府県において、福祉用具

事業者の本事業の利用が低調であるとの報告もあるところである。 

そのため、各福祉用具事業者が、現場の業務効率化や職員の負担軽減の推進

の観点からも、本事業の活用を検討いただくよう、各都道府県は本事業の利用

に向けた周知等について、改めて取り組んでいただきたい。 

 

（３）他の介護保険サービス等における対応 

上記１、２（１）及び（２）の趣旨を十分に踏まえ、福祉用具貸与（特定福

祉用具販売）以外の他の介護保険サービス等についても、利用手続きの円滑化

の更なる推進をお願いする。 

 

以上 
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押印についてのＱ＆Ａ 
 

令和２年６月 19日 

内 閣 府 

法 務 省 

経 済 産 業 省 

 

問１．契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。 
・  
・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、

書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除

き、必要な要件とはされていない。  
・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、

契約の効力に影響は生じない。 

 

 

問２．押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。 
 

・ 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとし

て証拠（書証）になるためには、その文書の作成者とされている

人（作成名義人）が真実の作成者であると相手方が認めるか、そ

のことが立証されることが必要であり、これが認められる文書

は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、

真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示され

ているという意味での証拠力（これを「形式的証拠力」という。）

が認められる。  
・ 民訴法第 228 条第４項には、「私文書は、本人［中略］の署名又

は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という

規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の

押印（本人の意思に基づく押印と解釈されている。）があれば、

その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。  
・ この民訴法第 228 条第４項の規定の内容を簡単に言い換えれば、

裁判所は、ある人が自分の押印をした文書は、特に疑わしい事情

がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよいとい

う意味である。そのため、文書の真正が裁判上争いとなった場合

でも、本人による押印があれば、証明の負担が軽減されることに

なる。  

82

Administrator
タイプライターテキスト
別　紙



2 
 

・ もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。

その文書が事実の証明にどこまで役立つのか（＝作成名義人に

よってその文書に示された内容が信用できるものであるか）と

いった中身の問題（これを「実質的証拠力」という。）は、別の

問題であり、民訴法第 228 条第４項は、実質的証拠力について

は何も規定していない。  
・ なお、文書に押印があるかないかにかかわらず、民事訴訟におい

て、故意又は重過失により真実に反して文書の成立を争ったと

きは、過料に処せられる（民訴法第 230 条第１項）。 

 

 

問３．本人による押印がなければ、民訴法第 228 条第４項が適用

されないため、文書が真正に成立したことを証明できないこと

になるのか。  
 

・ 本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される（問

２参照）。  
・ そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合に

は、基本的に問題とならない。また、相手方がこれを争い、押印

による民訴法第 228 条第４項の推定が及ばない場合でも、文書の

成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものでは

なく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、

裁判所の自由心証により判断される。他の方法によっても文書の

真正な成立を立証することは可能であり（問６参照）、本人による

押印がなければ立証できないものではない。  
・ 本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の

真正が推定され、そのことにより証明の負担は軽減されるものの、

相手方による反証が可能なものであって、その効果は限定的であ

る（問４、５参照）。  
・ このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人によ

る押印があったとしても万全というわけではない。そのため、テ

レワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ること

にこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハン

コが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したり

することが有意義であると考えられる。 
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問４．文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に

押印がありさえすれば、民訴法第 228 条第４項が適用され、証

明の負担は軽減されることになるのか。  
 

・ 押印のある文書について、相手方がその成立の真正を争った場合

は、通常、その押印が本人の意思に基づいて行われたという事実

を証明することになる。  
・ そして、成立の真正に争いのある文書について、印影と作成名義

人の印章が一致することが立証されれば、その印影は作成名義人

の意思に基づき押印されたことが推定され、更に、民訴法第 228

条第４項によりその印影に係る私文書は作成名義人の意思に基

づき作成されたことが推定されるとする判例（最判昭 39・5・12

民集 18 巻４号 597 頁）がある。これを「二段の推定」と呼ぶ。  
・ この二段の推定により証明の負担が軽減される程度は、次に述べ

るとおり、限定的である。 

① 推定である以上、印章の盗用や冒用などにより他人がその印

章を利用した可能性があるなどの反証が相手方からなされた

場合には、その推定は破られ得る。 

② 印影と作成名義人の印章が一致することの立証は、実印であ

る場合には印鑑証明書を得ることにより一定程度容易である

が、いわゆる認印の場合には事実上困難が生じ得ると考えら

れる（問５参照）。  
・ なお、次に述べる点は、文書の成立の真正が証明された後の話で

あり、形式的証拠力の話ではないが、契約書を始めとする法律行

為が記載された文書については、文書の成立の真正が認められれ

ば、その文書に記載された法律行為の存在や内容（例えば契約の

成立や内容）は認められやすい。他方、請求書、納品書、検収書

等の法律行為が記載されていない文書については、文書の成立の

真正が認められても、その文書が示す事実の基礎となる法律行為

の存在や内容（例えば、請求書記載の請求額の基礎となった売買

契約の成立や内容）については、その文書から直接に認められる

わけではない。このように、仮に文書に押印があることにより文

書の成立の真正についての証明の負担が軽減されたとしても、そ

のことの裁判上の意義は、文書の性質や立証命題との関係によっ

ても異なり得ることに留意する必要がある。 
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問５．認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」

により、文書の成立の真正について証明の負担が軽減されるの

か。  
 

・ 「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印に

も適用され得る（最判昭和 50・6・12 裁判集民 115 号 95 頁）。  
・ 文書への押印を相手方から得る時に、その印影に係る印鑑証明書

を得ていれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印

章の一致を証明することは容易であるといえる。  
・ また、押印されたものが実印であれば、押印時に印鑑証明書を得

ていなくても、その他の手段により事後的に印鑑証明書を入手す

れば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致

を証明することができる。ただし、印鑑証明書は通常相手方のみ

が取得できるため、紛争に至ってからの入手は容易ではないと考

えられる。  
・ 他方、押印されたものが実印でない（いわゆる認印である）場合

には、印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争ったときに、

その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正につ

いて「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。そのため、

そのような押印が果たして本当に必要なのかを考えてみること

が有意義であると考えられる。  
・ なお、３Ｄプリンター等の技術の進歩で、印章の模倣がより容易

であるとの指摘もある。 

 

 

問６．文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どの

ようなものが考えられるか。  
 

・ 次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用すること

が考えられる。 

① 継続的な取引関係がある場合  

 取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受

信記録の保存（請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等

は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認

められる重要な一事情になり得ると考えられる。） 

②  新規に取引関係に入る場合 

 契約締結前段階での本人確認情報（氏名・住所等及びその根
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拠資料としての運転免許証など）の記録・保存 

 本人確認情報の入手過程（郵送受付やメールでの PDF 送付）

の記録・保存 

 文書や契約の成立過程（メールや SNS 上のやり取り）の保存 

③ 電子署名や電子認証サービスの活用（利用時のログイン ID・

日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。） 
 

・ 上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっ

ても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得る

と考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様

化していくことが想定される。 

（a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の

当該合意の保存 

（b) PDF にパスワードを設定 

（c) (b)の PDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等

の別経路で伝達 

（d) 複数者宛のメール送信（担当者に加え、法務担当部長や取締

役等の決裁権者を宛先に含める等） 

（e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存 

 

86



別紙様式１ 

福祉用具貸与に係る重要事項説明書 

 

１ サービス提供に係る事業者について 

事業者名称 （法人格・法人の名称） 

代表者（役職・氏名） （代表者の役職名・氏名） 

本社所在地 

（連絡先・電話番号等） 

（〒000-0000・法人登記簿記載の所在地） 

（連絡先部署名・電話番号・メールアドレス等） 

法人設立年月日  ○年 ○月 ○日 

 

２ 利用者に対してサービスを提供する指定事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 （指定事業所名称） 

介護保険指定 

事業所番号 
（指定事業所番号） 

事業所所在地 
（〒000-0000・事業所の所在地） 

（※建物名称・階数・部屋番号まで記載） 

連絡先 （連絡先電話番号・メールアドレス等） 

通常の事業の 

実施地域 
（運営規程記載の市町村名を記載） 

 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 （運営規程記載内容の要約） 

運営の方針 （運営規程記載内容の要約） 

 

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 （運営規程記載内容の要約） 

営業時間 （運営規程記載内容の要約） 
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（４）事業所の職員体制 

管理者 （氏名） 

 

 
常勤（人数） 非常勤（人数） 

専従 兼任 専従 兼任 

管理者 ○名 ○名 ○名 ○名 

福祉用具 

専門相談員 
○名 ○名 ○名 ○名 

 

（５）福祉用具の取扱い種目 

□ 車いす      ※１ 

□ 車いす付属品   ※１ 

□ 特殊寝台     ※１ 

□ 特殊寝台付属品  ※１ 

□ 床ずれ防止用具  ※１ 

□ 体位変換器    ※１ 

□ 手すり 

□ スロープ 

□ 歩行器 

□ 歩行補助つえ 

□ 認知症老人徘徊感知機器 ※１ 

□ 移動用リフト      ※１ 

□ 自動排泄処理装置    ※２ 

※１･･･要支援１～２及び要介護１の方については、原則として給付が認められません。 

※２･･･要介護４以上の方が給付の対象です。 

※ 対象外の方であっても一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場

合があります。 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用等について 

（１）福祉用具貸与計画の作成 

利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画（又は介

護予防サービス計画）の内容に沿って、サービスの目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成します。 

福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、同意を得たうえで、

交付します 
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（２）基本料金 

  サービスを利用した際にお支払いいただく「利用者負担金（介護保険が適用された場

合）」は、当事業所のレンタル料金表によるものとし、原則サービスに要した費用の１割

（一定以上の所得のある方は２割又は３割）の額となります。 

  サービスの利用開始月及び終了月毎における利用料の取扱いは、次のとおりです。 

利用開始又は終了の時期 利用料） 

利用開始日が開始月の 15日以前の場合 - 

利用開始日が開始月の 16日以降の場合 - 

利用終了日が終了月（解約・入院・入所等）の 15日以前の場合 - 

利用終了日が終了月（解約・入院・入所等）の 16日以降の場合 - 

利用開始日と終了日が同月の場合 - 

※ 個々の貸与品名の利用料については、弊社カタログや利用目録等を御覧ください。 

※ 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額（10割）

をご負担いただきます。 

 

（３）その他費用 

以下の事由に該当する場合は、別途その費用をご負担いただきます。 

交通費 - 

搬出入費用 - 

 

（４）支払い方法 

  上記（１）及び（２）の利用者（利用者負担分の金額）は１ヶ月ごとにまとめて請求い

たしますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
サービスを利用した月の翌月○日（祝休日の場合は直前の平日）

に、指定いただいた口座より引き落とします。 

銀行振り込み 

サービスを利用した月の翌月○日（祝休日の場合は直前の平日）

までに、当事業所が指定する下記の口座にお振り込みください。 

○○銀行 ○○支店 普通口座 ○○○○○○○ 

現金払い 
サービスを利用した月の翌月○日（休業日の場合は直前の営業

日）までに、現金でお支払いください。 
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４ 衛生管理等について 

（１）従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務めます。 

（自社において福祉用具の消毒・保管を行う場合） 

 ・ 回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により

速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福

祉用具とを区分して保管します。 

（福祉用具の消毒・保管を行う他の事業者に行わせる場合） 

 ・ 福祉用具の保管又は消毒に係る業務については、他の事業者へ委託する場合がありま

す。また、当該委託先事業者の業務の実施状況について、定期的（概ね○○ごと）に確

認し、その結果等を記録します。 

 

５ 身分証携行義務 

（１）サービスを提供する従業者は常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示

を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 

 

６ 事故発生時の対応について 

（１）利用者に対する福祉用具貸与に係るサービス提供により事故が発生した場合は、速や

かに市町村、当該利用者の家族、担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）利用者に対する福祉用具貸与に係るサービス提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行います。 

（３）事故が生じた際には、その原因を究明し再発防止の対策を講じます。 

 

７ 苦情等の相談窓口について 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
電話番号 ○○○ - ○○○○ - ○○○ 

面接場所 当事業所内相談室 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 
（機関名） 電話番号 ○○○ - ○○○○ - ○○○ 

（機関名） 電話番号 ○○○ - ○○○○ - ○○○ 
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８ 秘密の保持、個人情報の取扱いについて 

（１）当事業所は、サービスを提供するうえで知りえた利用者及びその家族に関する秘密・

個人情報については、利用者または第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な

理由がある場合を除いて、第三者に漏らすことはありません。 

（２）あらかじめ文章により利用者及びその家族から同意を得た場合は、前項にかかわらず、

情報を提供することができます。 

（３）利用者の個人情報の取扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる

場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、対応します。 

なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。 

（４）利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間としま

す。 

 

９ 虐待の防止のための取組について 

（１）虐待防止に関する責任者は、以下の者を選定しています。 

（虐待防止に関する責任者） （氏名） 

（２）虐待の防止のための指針を整備するとともに、虐待の防止のための対策を行う検討委

員会、従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に開催しています。 

（３）虐待等に関する利用者及びその家族からの虐待等に関する相談を対応するとともに、

虐待等が明らかになった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。 

 

１０ サービスの提供内容に係る記録・保管 

（１）サービスを提供した際はサービスの内容等を記録します。また利用者からの申出があ

った場合は当該情報を利用者に対して提供します。 

（２）サービス提供に係る記録を契約終了後２年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、

又は複写物を交付します。ただし、複写に際しては、利用者に対し、実費相当額を請求

できるものとします。 
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 ○年 ○月 ○日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記の通り重要事項を説明しました。 

 

 

事 業 者  事業者（法人）名 

 

代表者職・氏名 

 

説明者職・氏名 

 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また８（２）に記載している個人情報の使用についても、同意します。 

 

 

      利 用 者  氏 名 

 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

 

本人との続柄 

 

氏 名 
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別紙様式２ 

 

特定福祉用具販売に係る重要事項説明書 

 

１ サービス提供に係る事業者について 

事業者名称 （法人格・法人の名称） 

代表者（役職・氏名） （代表者の役職名・氏名） 

本社所在地 

（連絡先・電話番号等） 

（〒000-0000・法人登記簿記載の所在地） 

（連絡先部署名・電話番号・メールアドレス等） 

法人設立年月日  ○年 ○月 ○日 

 

２ 利用者に対してサービスを提供する指定事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 （指定事業所名称） 

介護保険指定 

事業所番号 
（指定事業所番号） 

事業所所在地 
（〒000-0000・事業所の所在地） 

（※建物名称・階数・部屋番号まで記載） 

連絡先 （連絡先電話番号・メールアドレス等） 

通常の事業の 

実施地域 
（運営規程記載の市町村名を記載） 

 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 （運営規程記載内容の要約） 

運営の方針 （運営規程記載内容の要約） 

 

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 （運営規程記載内容の要約） 

営業時間 （運営規程記載内容の要約） 
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（４）事業所の職員体制 

管理者 （氏名） 

 

 
常勤（人数） 非常勤（人数） 

専従 兼任 専従 兼任 

管理者 ○名 ○名 ○名 ○名 

福祉用具 

専門相談員 
○名 ○名 ○名 ○名 

 

（５）特定福祉用具販売の取扱い種目 

□ 腰掛便座 

□ 自動排泄処理装置の交換可能部品 

□ 排泄予測支援機器 

□ 入浴補助用具  ※１ 

□ 簡易浴槽 

□ 移動用リフトのつり具の部分 

 

※１･･･入浴補助用具とは、以下の①～⑦です。 

① 入浴用椅子 

② 浴槽用手すり 

③ 浴槽内椅子 

④ 入浴台 

⑤ 浴室内すのこ 

⑥ 浴槽内すのこ 

⑦ 入浴用介助ベルト 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用等について 

（１）特定福祉用具販売計画の作成 

利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、サービスの目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成します。 

なお、既に利用者の居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）が作成されている

場合は、その内容に沿って当該計画を作成します。 

特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、同意を得たう

えで、交付します 
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（２）購入費用 

特定福祉用具の購入にかかる「利用者負担金（介護保険が適用された場合）」は、請求

書に記載されている料金（以下、購入費という。）によるものとし、原則、購入費の１割

（一定以上の所得のある方は２割又は３割）の額となります。 

購入費と利用者負担金の差額については、市町村の窓口等へ申請することで、被保険者

もしくは指定福祉用具販売事業所に後日支給されます。 

    

介護保険を適用する上で利用可能な購入費の上限額は、毎年４月１日～３月 31日の 12

ヶ月間で 10万円までとなっており、超過分の購入費については全額（10割）ご負担いた

だきます。また同一年度内において、介護保険を適用し購入済みの種目を「再度」購入す

る場合は、原則、支給を受けられませんのでご注意ください。 

 

（３）その他費用 

以下の事由に該当する場合は、別途その費用をご負担いただきます。 

交通費 - 

搬出入費用 - 

 

（４）支払い方法 

  上記（１）及び（２）にかかる費用は、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
請求月の翌月○日（祝休日の場合は直前の平日）に、指定いただ

いた口座より引き落とします。 

銀行振り込み 

請求月の○日（祝休日の場合は直前の平日）までに、当事業所が

指定する下記の口座にお振り込みください。 

○○銀行 ○○支店 普通口座 ○○○○○○○ 

現金払い 
購入時～請求月の○日（休業日の場合は直前の営業日）までに、

現金でお支払いください。 

 

４ 衛生管理等について 

（１） 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２） 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務めます。 
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５ 身分証携行義務 

（１）サービスを提供する従業者は常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示

を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 

 

６ 事故発生時の対応について 

（１）利用者に対する特定福祉用具販売に係るサービス提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、当該利用者の家族、担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センタ

ー）に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）利用者に対する特定福祉用具販売に係るサービス提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

（３）事故が生じた際には、その原因を究明し再発防止の対策を講じます。 

 

７ 苦情等の相談窓口について 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
電話番号 ○○○ - ○○○○ - ○○○ 

面接場所 当事業所内相談室 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 
（機関名） 電話番号 ○○○ - ○○○○ - ○○○ 

（機関名） 電話番号 ○○○ - ○○○○ - ○○○ 

 

８ 秘密の保持、個人情報の取扱いについて 

（１）当事業所は、サービスを提供するうえで知りえた利用者及びその家族に関する秘密・

個人情報については、利用者または第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な

理由がある場合を除いて、第三者に漏らすことはありません。 

（２）あらかじめ文章により利用者及びその家族から同意を得た場合は、前項にかかわらず、

情報を提供することができます。 

（３）利用者の個人情報の取扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる

場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、対応します。 

なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。 

（４）利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間としま

す。 
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９ 虐待の防止のための取組について 

（１）虐待防止に関する責任者は、以下の者を選定しています。 

（虐待防止に関する責任者） （氏名） 

（２）虐待の防止のための指針を整備するとともに、虐待の防止のための対策を行う検討委

員会、従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に開催しています。 

（３）虐待等に関する利用者及びその家族からの虐待等に関する相談を対応するとともに、

虐待等が明らかになった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。 

 

１０ サービスの提供内容に係る記録・保管 

（１）サービスを提供した際はサービスの内容等を記録します。また利用者からの申出があ

った場合は当該情報を利用者に対して提供します。 

（２）サービス提供に係る記録を契約終了後２年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、

又は複写物を交付します。ただし、複写に際しては、利用者に対し、実費相当額を請求

できるものとします。 
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○年 ○月 ○日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記の通り重要事項を説明しました。 

 

 

事 業 者  事業者（法人）名 

 

代表者職・氏名 

 

説明者職・氏名 

 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意します。 

また８（２）に記載している個人情報の使用についても、同意します。 

 

 

 利 用 者  氏 名 

 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

 

本人との続柄 

 

氏 名 
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別紙様式３ 

 

 

福祉用具貸与サービス利用契約書 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

サービスを提供します。 

 

（契約期間と更新） 

第２条 契約期間は、サービスの利用開始日から起算して○年間とします。 

２  この契約は、契約満了の１か月前までに利用者から事業者に対して、契約終了の申

し出がない場合は、事業者が利用者に対し更新の意向を確認し、同意を得たうえで、

更新するものとします。 

 

（個別サービス計画の作成及び変更） 

第３条 事業者は、利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サ

ービス計画（又は介護予防サービス計画）の内容に沿って、サービスの目標及び目標

を達成するための具体的サービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成します。

福祉用具貸与計画の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者に説明し、同意を

得たうえで交付します。 

 

（提供するサービスの内容及びその変更） 

第４条 事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容、利用料

は、「重要事項説明書」のとおりです。 

２ 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この

申し出があった場合、当該変更が居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）の

範囲内で可能であり、第１条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理

由がない限り、サービスの内容を変更します。 

３ 事業者は、利用者が居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）の変更を希望

する場合は、介護支援専門員に連絡するなど必要な対応を行います。 

４ 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合に

は、そのサービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得ます。 

 

（故障時等の取扱い） 

第５条 万一故障等が起きた場合は、速やかに修理・交換等の手配を致します。 

２ ただし、利用者等による故意又は誤った使用方法による故障の場合には、別途修理
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費もしくは弁償費相当額をご負担いただく場合があります。 

 

（身分証の提示及びサービスの提供内容に係る記録・保管） 

第６条 サービス従業員は、常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示を

求められたときは、いつでも身分証を提示します。 

２ 事業者は、サービスを提供した際、サービスの内容等を記録するとともに、利用者

からの申出があった場合には、その情報を利用者に対して提供します。 

３ 事業者は、サービス提供に係る記録を、この契約終了後２年間保管し、利用者の求

めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。 

ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるもの

とします。 

 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第７条 事業者は、サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者（又は介護予防支援

事業者）及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との緊密な連携に努め

ます。 

２ 事業者は、利用者が居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）の変更を希望

する場合は、速やかに居宅介護支援事業者（又は介護予防支援事業者）への連絡調整

等の援助を行います。 

 

（秘密保持） 

第８条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者

及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。 

 

（個人情報の取扱い） 

第９条 利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報

を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、対応します。 

なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。 

２ 利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とし

ます。 

 

（賠償責任） 

第１０条 事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を

及ぼした場合には、その損害を賠償します。 
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ただし、事業者に故意過失がなかったことを証明した場合は、この限りではあり

ません。 

 

（利用者負担金及びその変更） 

第１１条 利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」の記載に従い、利用

者負担金を支払います。 

２ 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更に

なった場合、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。 

その際には、事業者は利用者に説明します。 

３ 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合

は、特にそのサービスの内容及び利用者負担金を説明し、利用者の同意を得ます。 

４ 事業者が事前に定めているレンタル料金の増額を行う場合には、利用者に対して

変更予定日の１か月前までに文書により説明し、利用者の同意を得ます。 

 

（利用者負担金の滞納） 

第１２条 利用者が正当な理由なく利用者負担金を２か月分以上滞納した場合には、

事業者は文書により１０日以上の期間を定めて、その期間内に滞納額の全額を支払

わなければ、契約を解約する旨の催告をすることができます。 

２ 前項の催告をしたときは、事業者は居宅サービス計画（又は介護予防サービス計

画）を作成した居宅介護支援事業者（又は介護予防支援事業者）と協議し、利用者

の日常生活を維持する見地から居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）の

変更、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な協議を行うようにするも

のとします。 

３ 事業者は、前項に定める調整の努力を行い、かつ第１項に定める期間が満了した

場合には、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。 

４ 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提

供を拒むことはありません。 

 

（契約の終了） 

第１３条 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

（１）利用者の要介護認定区分が、自立（非該当）認定されたとき 

（２）利用者が死亡したとき 

（３）利用者の所在が、２週間以上不明になったとき 

 

（利用者の解約権） 
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第１４条 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の７日前までに通知することに

より、この契約を解約することができます。この場合、事業者は利用者に対し、文

書による確認を求めることができます。ただし、利用者の病状の急変、急な入院な

どやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。 

 

２ 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契

約を解約することができます。 

（１）事業者が、正当な理由なくサービスを提供しないとき 

（２）事業者が、利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき 

 

（事業者の解約権） 

第１５条 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をな

し、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利

用契約の目的を達することが困難となったときは、文書により２週間以上の予告期

間をもってこの契約を解約することができます。 

 

（契約終了時の援助） 

第１６条 契約を解約又は終了する場合には、事業者はあらかじめ、必要に応じて主

治の医師及び居宅介護支援事業者もしくは地域包括支援センターに対する情報の提

供を行うほか、その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者等と連携し、利

用者に対して必要な援助を行います。 

 

（苦情処理） 

第１７条 事業者は、利用者からの福祉用具貸与サービスに対する相談、苦情等に対

応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。 

２ 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な

扱いもいたしません。 

 

（利用者代理人） 

第１８条 利用者は、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支

障を生じるときは、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。 

 

（裁判管轄） 

第１９条 この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄

裁判所とすることに合意します。 
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（契約外事項） 

第２０条 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定め

るところによります。 

 

（協議事項） 

第２１条 この契約に関して争いが生じた場合は、第１条記載の目的のため、当事者

が互いに信義に従い、誠実に協議したうえで解決するものとします。 
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福祉用具貸与サービスを利用するにあたり、重要事項の説明及び重要事項説明書の

交付を受けて、上記のとおり契約を締結します。 

上記の契約を証するため､ 本書２通を作成し､ 利用者､ 事業者が署名のうえ､１通ず

つ保有するものとします｡ 

 

 年  月  日 

 

＜利用者＞ 

氏  名                                    

※利用者代理人を選任した場合 

 

代理人氏名                                 

 

＜事業者＞ 

事業者名                                  

 

代表者名                                   
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